


2 

 

ははじじめめにに  

  

平成 7（1995)年に発生した阪神淡路大震災以降、我が国で実施されるようになった被災者への精神心

理社会的支援は、いわゆる「こころのケア」という名前で広く一般社会や精神保健医療福祉関係者に浸透

し、様々な実践が行われるようになった。しかし、こころのケアの定義や活動内容、活動期間の認識は実

践者によって様々であり、平成 15（2003）年には共通認識を図るべく「災害時地域精神保健医療活動ガ

イドライン 1）」（平成 13 年度厚生科学研究費補助金（厚生科学特別研究事業））が作成された。 

さらに、平成 23（2011）年に生じた東日本大震災では、「災害精神保健医療マニュアル 2）」（平成 22 年

度厚生労働科学研究費補助金 障害者対策総合研究事業（精神障害分野））が新たに指針として作成された

ものの、被災した自治体にも支援団体にも、全国から様々に参集したこころのケアチームを統括する災害

急性期の支援機能が十分でなかったために、搬送準備が遅れたり、病院の患者が取り残されたり、搬送時

の患者の死亡例など支援に混乱が生じ、悲劇が生じた。 

 このため、平成 25（2013）年には、厚生労働省委託事業として災害急性期からの精神科医療ニーズに

組織的に対応するために災害派遣精神医療チーム（DPAT）が設立された。DPAT は、災害派遣医療チーム

（DMAT）に準じた指揮命令システムを持ち、研修と実働を通して全国に組織されるようになり、平成 26

（2014）年以降多くの大規模災害支援活動を実践している。 

一方、DPAT 等の支援団体はその多くが被災地外部から参集し、急性期精神保健医療福祉活動を展開す

ることから、被災自治体が支援団体の活動役割と運用を知らない、あるいは支援団体が被災自治体の平時

の精神保健医療福祉体制とニーズを知らず、その結果、被災自治体と支援団体間で時に齟齬や混乱が生じ

ている。さらに、精神科的支援では身体科的支援より長期にわたるケアが必要とされるが、DPAT 等支援

団体の活動終了後、中長期のケアに関わる地域精神保健医療福祉への移行時期や移行後の体制について

は自治体によって様々で、十分に確立されているとはいいがたい。 

そこで、本マニュアルは、被災地における関連自治体の精神保健医療福祉担当者が、災害準備期から災

害後急性期、活動期、中長期に至るまでに行うべき活動を参照して実践し、もって被災者に円滑な災害精

神保健医療福祉支援を可能とすることを目的に作成された。もちろん、災害時の精神保健医療福祉体制や

機能は平時に増して各自治体によって様々であることから、本マニュアルは活動のミニマルエッセンシ

ャルとし、各自治体の現状によって適宜改変のうえご活用いただければ幸いである。 
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ママニニュュアアルルのの構構成成とと使使用用上上のの注注意意  

本マニュアルは、災害が発生したときに被災地となった自治体で災害精神保健医療福祉活動に当たる

ことになる全ての担当者が使用することを想定し、災害準備期から災害後中期・長期までの各災害ステー

ジにおける災害精神保健医療福祉活動の適切な実践を目的としている。 

そこで、「Ⅰ．総論 災害メンタルヘルスと基本的対応」で、災害時のメンタルヘルスの基礎知識、災

害時精神保健医療福祉活動の概要、自治体の災害精神保健医療福祉体制、各支援団体の機能を説明した上

で、「Ⅱ．各論 災害ステージ別の具体的対応」で、災害ステージによって都道府県主管課（主に精神保

健福祉担当課）、精神保健福祉センター、保健所、市町村担当課ごとの動き方を説明する。巻末に、災害

対応で必要な資機材やスクリーニング、啓発資材例を付記する。 

また、本マニュアル使用上、以下の点に注意されたい。 

まず、精神保健医療福祉体制は自治体によって大きく異なるため、平時から本マニュアルで示した活動

を実行する前提として、各自治体の精神保健医療福祉関連の社会資源と各種のマニュアル、規則を参照・

把握し、関係組織と十分な連携協議を行い、自治体の実情と齟齬のない活動を展開してほしい。 

次に、災害の規模によっては自県の支援団体等で対応する場合と、県外の支援団体を必要とする場合が

ある。本マニュアルはどちらの場合でも対応できるように作成している。表 10 には、DPAT 調整本部の立

ち上げ基準（案）が記載してあり、この基準に当てはまらない場合は DPAT 調整本部が立ち上がらない場

合もある。また、県外の支援団体を必要とする場合でも、被災地に各団体が到着するには時間が生じる。

そのため日ごろから各自治体で準備をしておくことが必要である。 

次に、災害後中長期に対応する精神保健医療福祉体制については、現在までに全国の自治体レベルで参

考となるような共通のマニュアル等はなく、人的経済的資源の確保もできていない。この課題について現

在研究班ではガイドラインの作成・提言を別途行うこととしている。したがって、本マニュアルに書かれ

た中長期の対応は、被災地の経験と文献的検討から導き出された望ましい対応と捉えていただきたい。今

後国の体制の整備や指針によってアップデートする可能性もある。 
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ⅠⅠ．．総総論論  

災災害害メメンンタタルルヘヘルルススとと基基本本的的対対応応             
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11..  災災害害時時にに生生じじるるメメンンタタルルヘヘルルスス問問題題のの基基礎礎知知識識  

 

11..11  災災害害時時ののメメンンタタルルヘヘルルスス  

災害とは、人間集団に死傷と苦難、資産の破壊をもたらす破壊的な出来事で、大きく自然災害（地震、

洪水など）と、人為災害（事故、テロ、戦争など）に分けられる。欧米では感染症拡大も災害に含まれる

が、我が国では災害救助法の範疇であり自然災害が主となっている。災害で生じる健康被害には、一次被

害としての負傷、窒息、ショック、二次被害として避難環境における感染症や既往症悪化などの身体的問

題に加えて、個人の対処を超えた精神的衝撃（トラウマ）と地域の被災による支援（サポート）の喪失に

よって個人のメンタルヘルスを悪化させる。 

災害発生以後の時期によって被災者の心理は時期別に表 1、時間経過としては図 1のような経過をたど

る。 

 

表表 11．．災災害害後後のの時時期期別別のの被被災災地地域域のの心心理理的的変変化化  

超超急急性性期期  

（（発発災災後後数数日日））  

被災の心理的衝撃で茫然自失となり、恐怖・衝動的行動・虚脱状態を呈する。ま

た強い不安、緊張、過敏反応、不眠、拒食が生じる。  

急急性性期期  

（（数数日日かからら数数週週間間））  

集団で苦難を乗り越えるべくソーシャルサポートを強めようとする心理が働

き、ハネムーン期と呼ばれる相互扶助の活動や至福感・多幸症的、躁的言動が

生じる。  

中中期期  

（（11 かか月月～～数数かか月月））  

人的物的喪失の甚大さと復興の困難さに直面し、うつ、自責感、喪失感、被害感

が生じる幻滅期と呼ばれる時期。被災状況の格差に対して被遺棄感・怒りが周

囲に向かうこともあれば、自分だけが生き残ったという罪悪感が生じる場合も

ある。  

復復興興・・再再建建期期  

（（数数かか月月以以降降））  

全体的な災害支援は終了する中で、多くの被災者の心理は正常化するが、一部

の被災者に生活のパターンの激変、経済的苦境、地域コミュニティの変化・喪

失による二次的ストレスが生じる。被害全体に目が向けられ、個々の被災者は

後回しにされ、問題が個別化し、深刻な心理的問題は気づかれにくくなる（鋏

状格差）。  
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図図 11．．被被災災者者のの心心理理のの時時間間的的経経過過（（外外傷傷スストトレレスス関関連連障障害害にに関関すするる研研究究会会  金金吉吉晴晴  

「「心心的的トトララウウママのの理理解解ととケケアア」」（（22000066））33))よよりり改改変変））  

  

このように大規模災害は、物質的な損害だけでなく、人のこころにも大きな影響を与える。災害後のこ

ころの反応は、時間の経過とともに回復をしていく者もいれば、回復に時間のかかる者など様々な経過を

たどり、個人によっては表 2 のような精神障害が生じうる。 

 

表表 22．．災災害害後後にに生生じじややすすいい精精神神保保健健医医療療のの課課題題  

超超急急性性期期  

（（発発災災後後数数日日））  
急性ストレス障害、適応障害、不安障害、心身症、既存精神障害の悪化など 

急急性性期期  

（（数数日日かからら数数週週間間））  

急性ストレス障害、双極性障害（躁うつ病）、悲嘆反応、認知症の心理行動症

状など 

中中長長期期以以降降  

（（11 かか月月以以降降））  
うつ病、心的外傷後ストレス障害（PTSD）、アルコール問題、自殺企図など 

 

災害によってメンタルヘルスが悪化しやすいリスク集団は、未成年、高齢者、女性（特に妊婦）、社会

的弱者（貧困層やマイノリティ）、既存の精神障害者、そして支援者である。このうち精神科加療中の患

者は、災害によって通院や服薬が困難となるのみならず、心理的ストレスへの脆弱性が高いことから症状

が悪化しやすい。 

また、災害救援者（消防士、警察官、救命救急士、自衛隊員など）、支援者（医師、看護師、保健師、

精神保健福祉士、公認心理師（臨床心理技術者）、自治体職員など）は、活動義務を背景とした疲労が生

じやすくなっている。他にも、自らや自らの家族の不安や疲労が重なり、燃え尽き等のストレスが生じる

ことが知られている。 
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11..22  災災害害後後ののこここころろののケケアア（（精精神神保保健健・・心心理理社社会会的的支支援援））のの方方法法  

近年、我が国でも、災害の発生後に医師、保健師、精神保健福祉士、公認心理師（臨床心理技術者）、

ボランティアなどがこころのケアを行うようになってきている。危機的出来事などに遭遇した為に発生

する心理状態や社会生活に関する多様な問題を予防すること、あるいはその回復を援助する活動を我が

国では「こころのケア（活動）」と呼ぶことが定着しているが、海外では該当する言葉はなく、類似の言

葉として精神保健・心理社会的支援（Mental Health and Psychosocial Services: MHPSS）がある。 

MHPSS とは、被災をした全ての人を対象としたこころの健康（メンタルヘルス）への働きかけを意味す

る。治療やカウンセリング等の働きかけのみならず、平時の保健医療福祉が行う心身の健やかな生活のた

めの取り組みも含まれる。国際的な災害対応の現場では、MHPSS は必須の支援分野であり、「災害・紛争

等緊急時における精神保健・心理社会的支援に関する IASC ガイドライン 4)」という国際ガイドラインが

存在する。このガイドラインによると、MHPSS の支援は、基本的支援と安全、コミュニティ及び家庭の支

援、より支援を必要としている人への支援、専門的支援の 4 つの階層から成り立つ（図 2）。 

 

図図 22..  つつななぎぎママッッププとと MMHHPPSSSS のの各各支支援援レレベベルルににおおけけるる支支援援団団体体・・組組織織のの例例  

  

衣食住、基本的医療等
の生きていくために必
要な基本的ニーズに関
する支援

社会的ネットワークの活
性化を含む、地域や家庭
とのつながりを強めるた
めの支援や場づくり

MHPSSのトレーニングを
受けた者及び保健・医療・
福祉等の生活支援に携わ
る者からの支援

精神科医、看護師、心理師、
精神保健福祉士等の精神の
専門家による支援

レベル 1
基本的支援と安全

レベル 2
コミュニティ
及び

家庭の支援

レベル 3
より支援を必要と
している人への

支援

レベル 4
専門的
支援

NGO/NPO

■難民を助ける会
■HuMA
■ピースボート
■国境なき医師団
■ピースウィン
ズ・ジャパン

■JDA-DAT
■臨床心理士会
■公認心理師会

■JMAT
■JRAT
DMAT
日本赤十字社

■市町村
■都道府県

■日本赤十字社
心のケアチーム

■DPAT
■地域の精神科医
療法人・施設

■精神保健福祉
センター
■こころのケア
センター

■グッドネイバー
ズ・ジャパン
■セーブ・ザ・チ
ルドレン
■プ ラ ン・イ ン
ターナショナル・
ジャパン
■シャンティ
■ワ ー ル ド・ビ
ジョン・ジャパン

注：災害の規模や組織の方針によりどのレ

ベルの支援を行うかは流動的。
■HuMA：災害人道医療支援会
■JDA-DAT：日本栄養士会災害支援チーム
■JRAT：大規模災害リハビリテーション支援

関連団体協議会
■DMAT：災害派遣医療チーム
■DPAT：災害派遣精神医療チーム

学会組織 医療組織 行政組織
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図図 33.. つつななぎぎママッッププ（（使使用用例例））  

  

 図 2 から分かるように、精神保健・心理社会的支援は、衣食住などの生きていく上での「基本的支援と

安全（レベル 1）」、「コミュニティ及び家庭の支援（レベル２）」、「より支援を必要としている人への支援

（レベル 3）」、専門家による治療を含む「専門的支援（レベル 4）」までを含む幅広い支援活動を指す。被

災者した全ての人に対して、各レベルで行われる支援が相互補完的に、かつ並行して提供されることを目

指す。様々な組織が行う幅広い支援を、どの支援団体が（Who) 、どこで（Where)、いつ（When)、何を

（What)を実施しているのか、この 4 つの W を整理し、可視化することによって、支援の全体像を把握す

ることが可能となり、地域におけるこころのケア支援の重複や欠落を防ぐことができる。図 3の「つなぎ

マップ」は、支援団体の活動内容を支援階層のレベル別、4 つの W に沿って分類した結果を示しているが、

より効果的なこころのケアを提供するためのツールとして使用できる。保健医療調整本部等の会議の際

にこのマップを貼り、各支援組織の支援内容に沿って、組織情報を記入するといった使い方ができる。 

平時には、こころのケアを効果的に提供するために、支援者の技法の向上のみならず、支援者を支える

災害時の精神保健医療福祉体制を整えておくことが必須である。 

被災者のメンタルヘルスニーズは、1）被災規模、2）対象集団、3）発災後の災害時期によって異なる。

被害が大きい場合、被災地にあっては平時の精神保健医療福祉体制が破壊され、社会資源が機能しなくな

る。このような状況で行われる支援は、1）被災の規模・集団・時期にあわせた支援をどのように行うか、

また、2）平時の精神保健医療福祉体制をどのように補完するか、という二点に集約される。以下に時期

別に行う精神保健・心理社会的支援の要点を述べる。 

 

超超急急性性期期（（発発災災後後数数日日））：：この時期に必要な支援は主に災害精神医療である。精神科医療機関（精神科

病院と精神科診療所をあわせて指す。以下も同じ）が被災した場合の搬送、患者の診療継続等の支援、多

数の被災者の心理的安全の確保が必要となる。このためには、平時のシステムだけで対応することは困難

であり、統括システムを持ち、訓練を受けた DPAT 等支援団体に応援要請を行い、外部支援を得て支援を
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実施する必要となる場合もある。 

急急性性期期（（概概ねね数数日日かからら数数週週間間））：：多数の被災者が避難環境のストレス等によりメンタルヘルスが悪化し、

眠れない、落ち着かない、いらいらするなどの精神的な不調が生じる。ここでは、新たに発症した精神疾

患のための医療確保と被災者のメンタルヘルスの保持が重要となる。このため、精神医療に加え、精神保

健福祉活動が実施される必要がある。また被災地に支援に訪れる多数の支援団体への対応も必要となる。

支援者の疲労、メンタルヘルスの悪化が生じるため、支援者支援も重要となる。  

中中期期（（概概ねね 11 かか月月かからら数数かか月月））：：多くの被災者のメンタルヘルスの保持増進が中心課題となる。このた

め、メンタルヘルスが悪化している者を見出すスクリーニング、自宅にひきこもっているリスク者へのア

ウトリーチ、被災者全体への啓発活動などの精神保健福祉活動が中心となる。この時期には、DPAT 等支

援団体は撤退し、地域精神保健医療福祉体制がまだ十分でない中でこころのケアチームなどのシステム

の運用が必要となる。 

長長期期（（概概ねね数数かか月月））：：おおむね地域の精神保健医療福祉システムは平時の運用が可能となり、多数の被

災者のメンタルヘルスが改善する一方で少数の心的外傷後ストレス障害（PTSD）を発症する者等が残る。

他にも生活再建が困難な者等も残る。彼らに専門的支援を可能とする地域における継続的な取り組みが

地域精神保健医療福祉システムにおいて維持される必要がある。 

  

図 4 に、大規模災害の場合の精神保健医療福祉ニーズを曲線で示した。縦線両方向矢印がその時期に

必要な支援の規模を表している。立ち上げ期から活動期にかけては、精神保健医療福祉ニーズの増加と医

療機関・保健機関の被災に伴う被災地の精神保健医療福祉機能の低下が共に生じるため、最大の支援投入

が必要で、外部支援の役割が大きい。その後精神保健医療福祉ニーズが減少しても、平時のキャパシティ

が大きくなく、精神保健医療福祉機能の回復は十分でないため、これを地域の支援団体等で補完する必要

がある。 

 

図図 44．．災災害害時時のの精精神神保保健健医医療療福福祉祉ニニーーズズとと必必要要なな支支援援規規模模（（自自治治体体視視点点））  

  

精神保健医療福祉ニーズ

時間

精神保健医療福祉ニーズ

精神保健医療福祉機能低下

精神保健医療福祉機能低下

必要な支援規模

準備期 立ち上げ

期 活動期

移行期 中期 長期発災

10



12 

 

災害後の時期（災害ステージ）をどのように分けるかについては、支援機関によって呼称が異なるため

にその定義は重要であるが、現在までに一致した見解は得られていない。表 3 に示すように、災害時期は

一般に発災直後または「超急性期」、「急性期」、「中長期」、「復興期」で分けられることが多いが、支援団

体では世界保健機関（WHO）の災害医療チーム調整セル（Emergency Medical Team Coordination Cell：

EMTCC）の考え方に沿い、団体が支援活動を立ち上げる「立ち上げ期」、活動を実施する「活動期」、活動

の撤収を検討する「移行期」、「撤収期」、その後被災地を見守る「フォローアップ期」としている。一方

自治体では、「初動期」、「緊急対応期」、「応急対応期」、「復旧復興期」、「復興支援期」などと活動時期を

分類することがある。本マニュアルでは、自治体担当者と外部支援者の双方が実働で理解しやすいよう

に、災害ステージを「準備期（ステージ 0）」、「立ち上げ期（ステージ 1）」、「活動期（ステージ 2）」、「移

行期（ステージ 3）」、「中期（ステージ 4）」、「長期（ステージ 5）」と定義し、使用者に統一的理解を得ら

れるように工夫した。 

 

表表 33．．関関係係機機関関のの支支援援にに応応じじたた災災害害スステテーージジのの呼呼称称のの違違いい  

 

    

期間 平時 ~48時間 ~数か⽉ 〜数年

災害時期 平時 超急性期 中期 復興期

支援団体 立ち上げ期 活動期 移行期 撤収期

自治体 初動期
緊急

対応期

応急対応

前期

応急対応

後期
復興復旧期 復興支援期

本マニュアルの

災害ステージ

準備期

（ステージ０）

活動期

（ステージ２）

移行期

（ステージ３）

中期

（ステージ４）

⻑期

（ステージ５）

本マニュアルの

災害ステージに

対応する期間*

発災前
概ね発災4⽇後〜

3週間目まで

概ね3週間〜

1カ⽉まで
概ね2カ⽉以降 概ね1年以降

発災〜

概ね3⽇後まで

*「本マニュアルの災害ステージに対応する期間」は目安であり、災害の規模や種類によってはこの限りではない。

急性期

~1か⽉

立ち上げ期

（ステージ１）

フォローアップ期

概ね3週間～

1か月目まで
概ね2か月目以降
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22..  災災害害時時のの精精神神保保健健医医療療福福祉祉活活動動ににつついいてて  

 

22..11  災災害害時時のの精精神神保保健健計計画画のの立立案案  

災害時のこころのケアを実施するに当たっては、災害時の精神保健計画の立案と防災計画への位置づ

けが都道府県、市町村いずれにも必要である。また、自治体の防災計画作成には精神保健の専門家が参画

すべきである。 

自治体の精神保健医療福祉関係者は、災害時の役割分担や活動の法的根拠などを理解する必要がある。

計画が、実動を伴わない机上の空論にならないよう、精神保健医療福祉活動も含めた防災訓練の実施を進

めていくことが望ましい。また、想定外の状況に対応していくことが危機管理であることを考えると、法

的根拠だけではなく、運用や役割分担について柔軟な対応を検討する必要がある。 

自治体や医療機関等の精神保健医療福祉関係組織では、災害時の支援体制や事業継続計画（Business 

Continuity Plan：BCP）を事前に立案し、平時から、指揮系統や連絡体制、勤務体制、初期危機介入のあ

り方を整備しておく必要がある。実際の災害の現場では、想定外の対応が多く、多忙な平時の業務のなか

で計画立案に労力を注ぐのは困難であるかもしれない。しかしながら、計画立案は、平時の業務の見直し

や役割分担の明確化につながり、平時の業務の質を高めることにつながる。都道府県や精神保健福祉セン

ター、保健所は、事前に他の資源との連携の在り方を検討しておき、精神医療、保健、福祉と連動した災

害支援活動を準備・訓練しておく必要がある。 

 

 

22..22  発発災災時時のの精精神神保保健健医医療療福福祉祉のの対対策策本本部部のの設設置置  

発災直後から、地域の精神保健医療福祉関係者を集めた対策本部を立ち上げ、支援活動を実施する。災

害初期は、被災地は混乱しているので、都道府県主管課（主に精神保健福祉担当課）、精神保健福祉セン

ター、保健所が中心になって、精神保健医療福祉に関する対策本部を設置することが望ましい。対策本部

は「保健医療調整本部」の中に入れるか、もしくは密に連携し、災害復興対策本部等に被災者支援策につ

いて精神保健医療福祉の立場から助言を行う役割が期待される。 

対策本部は、被災状況や他関係組織からの情報収集を一元的に行い、被災地に随時提供する。災害時の

情報発信の一元化と正確で時宜を得た情報発信は、住民の不安軽減にもつながる。情報発信の主体につい

ては、災害の規模、場所といった種々の条件で規定される。場合によっては、都道府県内部での情報系統

の整備不足、被災地と都道府県の対策本部との物理的距離によって必要な情報が集まらないことも想定

され、情報が円滑に伝達されなかった場合に、行政に対する不信感が増し、根拠のない噂話が増える事に

もなりうる。実際には、消防・警察、日本赤十字社（日赤）やメディアのほうが情報収集力を発揮する場

面もある。災害時のコミュニケーションはこころのケアに対して重要な意味をもつ。そのため、対策本部

は過去の出来事を時系列に記録したクロノロジー（以下クロノロ）や災害時に被災した都道府県を越えて

医療機関の稼動状況など災害医療に関わる情報を共有し、被災地域での迅速且つ適切な医療・救護に関わ

る各種情報を集約・提供することを目的とした広域災害救急医療情報システム（Emergency Medical 

Information System：EMIS）5)を用い、常時、連携相手と情報入手、発信経路を整理する。 

通常、対策本部は被災地の情報を収集し、状況を分析し、被災地へ支援団体を派遣する。派遣に当たっ
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ては、都道府県主管課（主に精神保健福祉担当課）、被災地管轄保健所、市町村保健福祉部門と調整をし

た上で、被災地に入り、現場に混乱をもたらさない配慮が必要である。また、ニーズ把握や分析を誰（ど

の関係機関・支援団体）がするか等、役割を決めることが重要であり、精神保健医療福祉全体を総括する

ような対策本部設置が望ましい。なお、現場と対策本部が離れている場合、あるいは災害の規模がある程

度大きく、現場での調整業務が多くなる場合には、管轄保健所に活動拠点本部を置き、そこが現場のニー

ズの把握と必要な支援マッチングを行う。もしニーズが大きく、支援提供量が不十分な場合には、対策本

部に支援要請を行うなど、活動拠点本部と対策本部で役割分担を明確にすることが大切である。 

  

  

22..33  主主なな災災害害時時のの精精神神保保健健医医療療福福祉祉活活動動  

災害時の被災地における精神保健医療福祉活動は、診療機能の維持が困難となった精神保健医療機関

の支援、受診困難となった精神障害者及び被災により新たに発症した精神障害のための医療・相談・ケア

の確保、ならびに被災者全般のメンタルヘルスの保持増進等を主な目的とする。 

 

・・精精神神科科病病院院へへのの支支援援（（入入院院患患者者のの安安全全とと医医療療のの確確保保））  

災害発生時には、まず精神科病院の被害を確認する必要がある。建物の損壊やライフライン被害等のた

めに、病棟機能の維持が困難となっていれば、早急に入院患者を他の医療施設に搬送しなければならな

い。病棟機能が保たれていても、人員や物資が不足していれば、人的物的な支援が必要となる。 

・・地地域域住住民民のの精精神神科科医医療療のの確確保保  

次に考えるべきは、地域住民のための精神科医療の確保である。従前から精神科に通院していた住民の

ための医療確保に加え、災害の影響で新たに発症する急性ストレス反応、PTSD、うつ病等にも対応しなけ

ればならない。これら精神科医療ニーズに対応するため、DPAT 等外部支援団体の支援を受けて活動する

場合も多い。 

・・被被災災地地のの精精神神保保健健福福祉祉活活動動  

災害後には多くの被災者がストレス反応として不安や不眠などを経験する。また、一部の被災者は精神

疾患を発症する。これらの問題を早期に発見し対処するために、心理的反応や精神疾患について、被災住

民を対象とする普及・啓発活動は非常に重要である。住民に直接対応する保健師や社会福祉協議会、地域

支え合いセンターの職員等の地域の支援者を対象として、平時もしくは災害後にメンタルヘルスに関す

る研修を実施することも有効である。 

災害が発生してから時間が経過すると、市町村等により、住民の健康調査などの保健活動が実施され

る。精神保健の立場から健康調査等に関わる必要がある。調査の結果抽出されたメンタルヘルス不調者へ

の対応も考えておかねばならない。災害から受ける影響の度合いは様々であるため、被災者のニーズに応

じて適切な支援を提供できるような体制づくりが必要である（図 5）。 

 災害の心理的影響は長期に及ぶことから、外部支援者が撤退した後にも、長期的な視点を持って、住民

の精神的健康を見守っていかねばならない。 
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図図  55．．こここころろののケケアアにに関関すするる基基本本的的なな考考ええ方方 

  

支支援援者者ととのの関関係係構構築築  

災害において、外部支援者の役割は、急性期を中心とした一時的なものにとどまるが、被災した住民を

長期的に見守りながら支援を行うのは地元の保健師やボランティア等であり、彼らが災害支援の主役で

ある。 

一方で、地元支援者は、厳しい環境下で、長期にわたって困難を伴う活動を強いられるため、疲弊しや

すく、メンタルヘルスの問題を抱えることがある。そのため、早い段階から支援者の活動支援、支援者自

身のメンタルヘルスケアなどの支援者支援に取り組むことが重要である。 

 

 

22..44  保保健健師師活活動動 6)  

本マニュアル内の保健師とは、地域によって役割が異なるため、市町村保健師と保健所保健師の両方を

指している。一般的に市町村保健師の役割とは、地域の精神障害者に対する支援施策を市町村が実施する

ことであり、保健所保健師とは市町村がこれらの事務を円滑に実施できるよう、専門性や広域性が必要な

事項について支援を行うこととなっている。地域によって異なるが、各保健師の役割の例は以下（表 4）

のようなものである。 
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表表 44．．保保健健所所保保健健師師とと市市町町村村保保健健師師のの役役割割のの例例（（地地域域にによよっってて異異ななるる）） 

保健所保健師 ・保健医療福祉に係る計画の策定・実施・評価の推進（地域医療計画、地域医療構想

雄への精神医療分野の記載、調整・評価） 

・市町村、関係機関（精神科病院、医療機関、障碍者施設），団体（医師会、精神病

院協会等）との連絡調整 

・困難なケースに対して、精保センターの指導を受けての市町村支援（同行訪問、相

談、研修） 

・組織育成 

（患者会、家族会、断酒会等の自助グループや、職親会、ボランティア団体等） 

・入院等関係事務 

・社会復帰及び自立と社会参加への支援、退院支援 

・市町村への協力及び連携（自殺対策計画作成支援、住民組織育成支援） 

市町村保健師 ・普及啓発 

・相談指導（自立支援法の障害福祉サービスの利用に関する相談） 

・社会復帰及び自立と社会参加への支援入院及び自立支援医療費（精神通院医療）

関係事務 

・自殺対策計画作成 

・市町村障害福祉計画の策定 

・各種社会資源の整備 

・精神障害者保健福祉手帳 

・避難所・仮設住宅の設置、支援 

 

災害後には、保健・衛生活動を通じて、住民のニーズや身体的な健康の保持にあわせて、精神的な健康

にも配慮することが、国連の関連機関である機関間常設委員会（Inter-Agency Standing Committee：IASC)

が作成した「災害・紛争等緊急時における精神保健・心理社会的支援に関する IASC ガイドライン 4)」で

推奨されている。我が国の地域保健制度の中で考えると、保健師の災害時の役割は大きい。避難所におけ

る健康管理、訪問活動、健康診断等、被災住民の健康管理は保健師が担うことが多い。災害時における保

健師の活動及び派遣のあり方については、「災害時の保健活動推進マニュアル（令和元年度地域保健総合

推進事業）7)」を参照してほしい。 

また、災害時の保健師活動を有効に機能させるためには、平時から、保健師と他機関の関係者間で顔の

みえる関係を構築し、役割分担の明確化と業務連携が必要である。平時の様々な地域精神保健ネットワー

クには、以下（表 5）のような取り組みがある。これら既存のネットワークを生かして災害時に対応して

いく必要がある。 
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表表 55．．具具体体的的なな精精神神保保健健ネネッットトワワーーククのの例例  

・・地地域域関関連連  

地域の保健医療福祉に関する研修会や連携の機会、精神保健関連では、地域精神

保健福祉連絡協議会及び担当者連絡会議やその他、自殺対策、ひきこもり、障害者

自立支援、退院促進に関する会議や研修・検討会など  

・・子子どどもも・・学学校校関関連連  教育委員会、スクールカウンセラーとの連携、特に虐待事例を通じた連携  

・・危危機機管管理理関関連連  
特定の事件・事故ごとの中長期的な対応協議会、マニュアル作成検討会、要支援者

システムに関する会議等  

  

 

22..55  地地域域移移行行  

急性期の支援ニーズが一段落すると、平時の精神保健医療福祉資源に支援活動を引き継ぐことになる。

支援者交代の際には、地元での継続的な支援を可能とするために、プライバシーを配慮した上で名前、受

けた被災状態、今後必要だと考えられること等の情報を外部支援者から引き継ぐ。実際には、記録する時

間的余裕がないので、事前に簡便な統一的な書式・電子記録の準備を要する。従って、現場に応じたもの

を地域で事前に作成しておくことが望ましい。 

被災地の保健師は、災害時は大変多忙になるので、外部支援者が記録の整理の役割を担うこともある。

復興時の保健活動の業務において災害時支援の経緯が分かるように、かつ災害時の支援体制やその効果

を明確にし、支援体制の状況を把握し、機能しているかどうか評価し活動を検証するためにも、個別の支

援記録からも災害時対応の記録が参照できるようにする。災害時の対応のみで支援が完結できない事例

に対しては、災害時の対応が分かるように支援記録を残す。 

精神保健医療福祉に関する対策本部は、災害時の支援体制の状況を把握し、その効果を評価し、活動を

検証していく必要がある。このためには、データ収集や解析などの技術支援体制を設けることが望まし

い。一方で煩雑な評価に時間と労力を割くことで、支援者、住民の負担が増えないように留意する。 
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33..  災災害害時時にに活活動動すするる精精神神保保健健医医療療福福祉祉組組織織  

災害が発生すると多数の組織・チーム・機関が連携して精神保健医療福祉対応に当たる。支援対象、支

援時期、所轄によって様々な組織・チーム・機関があるため、それぞれの役割・機能を理解しておく必要

がある。表 6 に各組織の大まかな分類を示したうえ、各組織の役割を概説する。 

 

表表 66．．災災害害時時精精神神保保健健医医療療福福祉祉にに関関わわるる組組織織・・チチーームム・・機機関関のの分分類類  

組織・チーム・機関分類 名称 

災害時保健医療に関与する自

治体組織とチーム 

都道府県災害対策本部、保健医療調整本部、市町村災害対策本部、DMAT、

DHEAT、JMAT、JRAT 等 

災害時精神保健医療福祉に関

与する自治体組織 

都道府県主管課（主に精神保健福祉担当課）、精神保健福祉センター、

保健所、市町村 

主に災害時精神保健医療で活

動するチームと関連組織 

DPAT、こころのケアチーム、厚生労働省、DPAT 事務局、災害拠点精神

科病院、ストレス・災害時こころの情報支援センター 

主に災害時精神保健福祉で活

動するチームと関連組織 

日本赤十字社（日赤）と日赤こころのケア、心のケアセンター、厚生

労働省、災害派遣福祉チーム（DWAT/DCAT）、精神保健福祉士や医療ソ

ーシャルワーカーなどの精神保健系の士会を基盤とした支援組織、地

域支え合いセンター、NGO/NPO と個人ボランティア等 

 

 

33..11  災災害害時時保保健健医医療療にに関関与与すするる自自治治体体組組織織・・チチーームム  

・・都都道道府府県県災災害害対対策策本本部部  

災害対策基本法第 23 条に基づき、都道府県地域防災計画の定めるところにより、災害が発生、ま

たは発生する恐れがある場合や、防災の推進を図るため必要があると認めるときに知事を本部長と

し設置される。 

・・保保健健医医療療調調整整本本部部 8) 

大規模災害時の保健医療活動に係る体制の整備に当たり、災害対策本部の下に設置される本部で、

医務、保健衛生、薬務、精神保健等の主管課等で構成される。保健医療活動チームの派遣調整、保健

医療活動に関する情報連携、保健医療活動に係る情報の整理及び分析等の保健医療活動の総合調整

を行う。 

・・市市町町村村災災害害対対策策本本部部  

災害対策基本法第 23 条に基づき、市町村地域防災計画の定めるところにより、災害が発生する、

あるいは発生する恐れがあるときに、災害対応を強力かつ迅速に対応するために市町村長を本部長

とし設置される。 

・・DDMMAATT（（DDiissaasstteerr  MMeeddiiccaall  AAssssiissttaannccee  TTeeaamm））：：災災害害派派遣遣医医療療チチーームム 9)  

医師、看護師、業務調整員（医師看護師以外の医療職及び事務職員）で構成され、大規模災害や多

傷病者が発生した事故などの現場に、超急性期から活動できる機動性を持った、専門的な訓練を受け

た医療チームである。 
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・・DDHHEEAATT（（DDiissaasstteerr  HHeeaalltthh  EEmmeerrggeennccyy  AAssssiissttaannccee  TTeeaamm））：：災災害害時時健健康康危危機機管管理理支支援援チチーームム 10) 11)  

都道府県や政令指定都市の職員で組織され、重大な健康危機が発生した際に、被災都道府県等に派

遣され、被災自治体による災害時の指揮調整機能を補佐する、健康危機管理支援チームである。 

 

・・JJMMAATT  （（JJaappaann  MMeeddiiccaall  AAssssoocciiaattiioonn  TTeeaamm））：：日日本本医医師師会会災災害害医医療療チチーームム 12) 13)  

日本医師会により組織される災害医療チーム。急性期の災害医療を担当する DMAT が活動終了し、

その後の医療ニーズに対応して被災地の支援に入り、現地の医療体制が回復するまでの間、地域医療

を支える。 

 

 

33..22  災災害害時時精精神神保保健健医医療療福福祉祉にに関関与与すするる自自治治体体組組織織  

・・都都道道府府県県主主管管課課（（主主にに精精神神保保健健福福祉祉担担当当課課））  

多くの地方自治体では、精神保健医療福祉施策を担当する主管課が、災害時の精神保健医療福祉対

策を担当することになる。一般医療や災害医療を所管する部署とは異なる場合が多いことから、双方

の部署の庁内連携が重要となる。発災時には、DPAT 調整本部に職員を派遣することになる。 

・・精精神神保保健健福福祉祉セセンンタターー  

精神保健福祉法第 6 条に規定された、都道府県及び政令指定都市に 1 ヶ所（東京都は 3 ヶ所）設

置される、精神保健福祉の技術的中核となる機関である。災害時には、都道府県主管課（主に精神保

健福祉担当課）と連携して対策の企画調整に当たることが多い。令和 2 年時点で、49 ヶ所の自治体

で、精神保健福祉センターの医師が DPAT 統括者となっており、発災時には DPAT 調整本部に職員を

派遣することになる。中長期的支援においては、技術援助や普及・啓発といった本来の機能を生かし

て、精神保健活動に当たる。 

・・保保健健所所  

地域住民の健康や衛生を支える機関の一つであり、都道府県、政令指定都市、その他中核市や特別

区等が設置する。都道府県が設置する保健所は、複数の市町村を管轄とすることが多い。政令指定都

市や中核市では、市役所本庁の保健衛生を所管する部局が保健所となっていて、保健所機能が「地域

保健（福祉）センター」等に移されていることがある。災害時には、地域の保健医療を統括する本部

や DPAT 活動拠点本部が置かれて、地域における保健医療活動の拠点となる。 

・・市市町町村村  

市町村は、災害時には避難所や仮設住宅を開設するなど、直接の住民支援において中心的な役割を

担うことになる。市町村の保健師は、住民の健康を支援する最前線で働くこととなる。 

災害時、保健福祉だけでなく、土木やライフライン、生活全般に関することなど、災害に対応する

あらゆる業務が市町村によっては集中する。 

・・心心ののケケアアセセンンタターー 

心のケアセンターは、一部の大規模被災地に設置されている。これまで、災害後に設置された心の

ケアセンターは全国で数ヶ所（兵庫県、新潟県、岩手県、宮城県、福島県、熊本県等）（表 17）であ

り、災害後中長期的における被災地域住民のメンタルヘルス維持に特化した特別な災害精神保健福

祉の支援を提供する役割を担っている。 
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33..33  主主にに災災害害時時精精神神保保健健医医療療でで活活動動すするるチチーームムとと関関連連組組織織  

・・DDPPAATT（（DDiissaasstteerr  PPssyycchhiiaattrriicc  AAssssiissttaannccee  TTeeaamm））：：災災害害派派遣遣精精神神医医療療チチーームム 14) 15)  

DPAT とは、自然災害や犯罪、事件・事故等の集団・人為災害において、精神科専門医療の提供と

精神保健活動の支援を行うために、都道府県・政令指定都市が組織するチームである。この活動は

「災害派遣精神医療チーム（DPAT）活動要領」16)により規定されている。 

自然災害や犯罪事件・航空機・列車事故等の集団災害が発生した場合、被災地域の精神保健医療機

能が一時的に低下し、精神保健医療への需要が拡大することが考えられる。このような災害時の専門

的な研修・訓練を受け、都道府県・政令指定都市（以下、都道府県等）によって組織されるチームで

ある。班の構成は、精神科医（先遣隊を構成する医師は精神保健指定医でなければならない。先遣隊

以外の班を構成する医師は精神保健指定医であることが望ましい。看護師、業務調整員（ロジスティ

クス：連絡調整、運転等の後方支援全般を行う者）の職種を含めた数名（車での移動を考慮した機動

性の確保できる人数を検討）である。1 班当たりの活動期間は 1 週間（移動日 2 日・活動日 5 日）

を標準とする。 

・・DDPPAATT 先先遣遣隊隊  

DPAT を構成する班の中で、発災から遅くとも 48 時間以内に所属する都道府県外の地域においても

活動できる班を「DPAT 先遣隊」と呼ぶ。DPAT 先遣隊は、本部機能の立ち上げやニーズアセスメント、

急性期の精神科ニーズへの対応等の役割を担う。また、被災した精神科医療機関からの入院患者の搬

送等の役割を担う。 

・・都都道道府府県県等等 DDPPAATT  

先遣隊の後に活動する班で、主に本部機能の継続や、被災地での精神科医療の提供、精神保健活動

への専門的支援、被災した医療機関への専門的支援、支援者（地域の医療従事者、救急隊員、自治体

職員等）への専門的支援等の役割を担う。 

・・こここころろののケケアアチチーームム  

DPAT 発足以前、災害時に活動する災害派遣精神医療チームを、慣例的に「こころのケアチーム」

と呼んでいた。東日本大震災など様々な災害において、こころのケアチームによる支援活動が行われ

ていたが、DPAT が発足したことによりいったん DPAT に吸収される形となった。しかし、現在でも、

災害時に精神保健医療活動を行うチームについて、被災自治体の判断により「こころのケアチーム」

という名称が使われることがある。例えば、チームに精神科医師が加わらないなど、DPAT の班員要

件を満たさない精神保健支援チームの名称として使われる場合がある。 

・・災災害害拠拠点点精精神神科科病病院院 17)  

運営体制として、1)24 時間緊急対応し、被災地内の患者の受入れ及び搬出が可能な体制を有する。

2)被災地からの精神科医療の必要な患者の受入れ拠点となる。3)DPAT の保有及びその派遣体制を有

し、なおかつ、4)病棟、診療棟等精神科診療に必要な部門を設置しており、5)耐震構造を有し、6)3

日分程度の燃料の確保、食料、飲料水、医薬品等の備蓄をしており、7)病院敷地内等に患者の一時的

避難所を運営するための施設を前もって確保してある等の精神科病院が災害拠点精神科病院に指定

される。 

被災した精神科病院から多数患者を搬送する際に患者の一時的避難所として機能する災害精神医

療の拠点病院として整備されつつある。第 7 次医療計画 18)に盛り込まれた事業継続計画（Business 
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Continuity Plan：BCP）と DPAT を持ち、都道府県において災害時における精神科医療を提供する上

での中心的な役割を担う。 

・・DDPPAATT 事事務務局局  

厚生労働省の委託事業として、平時は DPAT 先遣隊研修、統括研修等を行う。発災時には、厚生労

働省、DPAT 調整本部、被災地外都道府県、DMAT 事務局等の関係機関等との連絡調整を行う。 

・スストトレレスス・・災災害害時時こここころろのの情情報報支支援援セセンンタターー19)  

 災害に関する精神保健医療対策、調査、研究、支援を行うために設立され、その後、災害以外のト

ラウマや重度のストレスに活動の幅を広げている。危機的な出来事に見舞われて、苦しんでいる者  

の心理的回復を支えるための、人道的、支持的、かつ実際の役に立つ様々な支援をまとめた心理的応

急処置（Psychological First Aid：PFA）20)の普及やトラウマ対応の専門家の育成に取り組んでい

る。 

・・厚厚生生労労働働省省    

平時において、災害発生に備えた体制の整備（マニュアル等の作成、人材の養成・訓練等）を行う

とともに、災害発生時には、被災都道府県、DPAT 事務局等と連携して、被災状況等（医療機関の被

害状況、転院の必要性、精神障害者の安否、被災者の健康状態等）を確認の上、被災都道府県等に対

して必要な支援を行う。 

 

 

33..44  主主にに災災害害時時精精神神保保健健福福祉祉でで活活動動すするるチチーームムとと関関連連組組織織  

・・災災害害時時、、精精神神保保健健・・心心理理社社会会的的支支援援((MMHHPPSSSS))でで活活動動すするる組組織織・・団団体体  

精神保健福祉領域の活動組織は多岐にわたるため、精神保健・心理社会的支援(MHPSS)の 4 階層の枠組

みで理解するとよい。MHPSS の支援は、図 2 でも説明したように、レベル 1-4 の階層に分けられる。効率

的な連携をするためには、支援活動を行う組織が互いに、「誰が（Who）、いつ（When）、どこで（Where）、

何をしているのか(What)（4Ws）」を把握する必要がある。ニーズと支援のギャップをより小さいものにし、

支援組織間の有機的な連携や協同を可能にするために図 2 や表 7 をもとに「つなぎマップ」（図 3）を作

成し、目で見える形でその時点における支援状況の情報共有ができる。 

 

表表 77．．MMHHPPSSSS のの 44 階階層層のの支支援援レレベベルル  

レレベベルル１１  基基本本的的支支援援とと安安全全  

安全の提供、基本的身体的ニーズへの対応を意味する。基

本的身体的ニーズには、水、食料、衣類や寝具の提供、最

低限の医療へのアクセスなどが含まれる。 

レレベベルル２２  ココミミュュニニテティィ及及びび家家庭庭のの支支援援  

安否確認、茶話会等の社会的ネットワーク活性化、子ども

広場、葬儀など、家族単位から地域コミュニティへの働き

が含まれる。 

レレベベルル３３  
よよりり支支援援をを必必要要ととししてていいるる人人へへのの

支支援援  

研修と指導を受けた支援者による個人、家庭、集団への支

援。 

レレベベルル４４  専専門門的的支支援援  専門職による心理的、精神医学的な支援。 
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以下に、精神保健福祉に関わるチーム・組織をそれがどのレベルに該当するかも含めて紹介する。 

・・日日本本赤赤十十字字社社（（日日赤赤））21)とと日日赤赤こここころろののケケアア  

日赤は表 7のレベル 1「基本的支援と安全」とレベル 2「コミュニティ及び家庭の支援」を主に担

い、日赤こころのケアはレベル 2 とレベル 3「より支援を必要としている人への支援」、医療救護は

レベル 3 を主に担っている。日赤組織内で横の連携を図り、広い領域で多数の対象への支援を調整

しながら行える特徴がある。日本赤十字社救護規則に基づく救護業務には、医療救護、こころのケ

ア、救援物資の備蓄・配分という MHPSS 活動が含まれる。また、様々なボランティア活動や国際赤十

字と連携した保護活動等の MHPSS 活動を行っている。日赤こころのケアの基本的な活動原則は、心

理的応急処置（PFA）を主体とする被災者、被災地コミュニティに対する支援である。被災地の個人

とその家族に対し、傾聴などを通じてストレスの軽減を図り、さらなるケアが必要な場合には地元の

保健師等と連携し、DPAT、精神保健福祉センターなど専門医につないでいる。また、支援者支援にも

重きを置いている。 

日赤こころのケアの活動体制には、救護班帯同型、単独型、そして近年では多組織連携と赤十字内

の情報共有のために調整班が組織される。要員は教育された救護班員やボランティアから構成され

る。救護班帯同型は、発災直後の急性期に医療救護班の一員として共に活動し、アセスメントや情報

収集を中心に行う。単独型は保健師、DPAT 等支援団体と協働して支援を行う。調整班は東日本大震

災から導入され、赤十字内外、被災地内外の様々な災害支援活動や保健医療調整本部等との連携を図

り、日赤こころのケア活動を調整するチームである。 

・災災害害派派遣遣福福祉祉チチーームム：：DWAT（Disaster Welfare Assistance Team）/DCAT（Disaster Care Assistance Team）22)  

各都道府県に災害派遣福祉チーム（DWAT/DCAT 自治体によって名称が異なる）が整備されつつある。

災害時に障害者・高齢者・子ども等の災害時要配慮者への福祉支援を担う組織であり、活動は、都道

府県知事からの派遣要請を受けて行う。また、保健医療調整本部の調整下に入り活動することを基本

とする。チームは社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、ホームヘルパー、看護師、保育士、公

認心理師ら 4～6 人程度で構成される。長期避難者の生活機能の低下や要介護度の重度化など二次被

害防止のため、一般避難所で災害時要配慮者に対する福祉支援等を行う。専門職組織であるため、災

害弱者へのサポーターとしての質の担保は期待できる。MHPSS のレベル 1、2、3 を担える組織であり、

精神保健福祉士が構成員であればレベル 4「専門的支援」も部分的に提供が可能な組織である。 

 

・・精精神神保保健健福福祉祉士士やや医医療療ソソーーシシャャルルワワーーカカーーななどどのの精精神神保保健健福福祉祉系系のの士士会会をを基基盤盤ととししたた支支援援組組織織  

リハビリテーション職は合同で JRAT（大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会）23)と

いう組織を作り、JMAT の仕組みの中で活動を行なっている。精神保健福祉士や医療ソーシャルワー

カーも小規模ではあるが、全国士会が被災地に派遣し支援を行った実績を有する。現時点では、全て

の災害で活動をしている組織ではないが、今後の組織連携の一端を担う組織であろう。 

・・公公認認心心理理師師  

   平成 29 年に施行された公認心理師法に基づき国家資格となった心理専門職。保健医療、福祉、教

育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、心理に関する支援を要する

者等に対する心理的支援やこころの健康に関する知識の普及等を行う。災害時の支援のあり方につ

いては検討中である。 
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・・CCPPAATT（（CClliinniiccaall  PPssyycchhoollooggiisstt’’ss  AAssssiissttaannccee  TTeeaamm））：：災災害害支支援援心心理理士士  

   日本臨床心理士会に所属する臨床心理士によって構成されるチームであり、心理支援ニーズの把

握や心理支援活動等を行う。日本臨床心理士会は、CPAT の統括・管理、行政機関等の要請に対応し

た支援者の派遣調整、他機関（DPAT、JMAT、DMAT）の活動への協力、緊急スクールカウンセラー派遣

等を行っている。（「災害支援心理士の活動のためのガイドライン 24)」（一般社団法人日本臨床心理士

会災害支援プロジェクトチーム） 

・・緊緊急急ススククーールルカカウウンンセセララーー25)  

   平成 23 年に発生した東日本大震災に係る災害救助法が適用された地域等において、都道府県また

は市町村が、被災した幼児児童生徒等のこころのケア・教職員・保護者等への助言・援助等様々な課

題に対応するために学校等にスクールカウンセラー等を派遣する事業。派遣調整は日本臨床心理士

会が行い、熊本地震、西日本豪雨災害においても派遣された。 

・・地地域域支支ええ合合いいセセンンタターー  

地域支え合いセンターとは、被災者を身近で見守りつつ、総合的な相談窓口となり、課題を専門機関 

につなぐ役割を担う機関である。仮設住宅が設置される規模の災害が生じた場合、各被災市町村に設置

されるが、市町村社会福祉協議会に委託されることが多い。地域支え合いセンターが仮設住宅入居者を

中心とした見守り支援を行う中で、心身の変調が懸念される被災者がいれば、市町村の精神保健担当者

（主に保健師）や生活再建担当者につながれる。 

・・NNGGOO//NNPPOO とと個個人人ボボラランンテティィアア  

NGO/NPO は MHPSS のレベル 1 とレベル 2 を担う。近年の NGO/NPO は大規模災害時には、連絡協議体

を形成し調整と連携に基づいた支援を行っている。その調整面でのリーダーシップを取っているの

が全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(Japan Voluntary Organizations Active in 

Disaster：JVOAD)26)である。JVOAD もしくは、被災地の災害対応中間支援組織、（例：熊本地震以降に

おける熊本災害ボランティア支援団体ネットワーク（KVOAD27)）等主催の連絡会議に出席せずに活動

するボランティア団体もあり、この点が保健医療調整本部に則った医療支援と異なる。また、JVOAD

は内閣府が後援していることもあり、被災都道府県に支援に入っている内閣府職員も JVOAD 主催の

連絡会議に参加する場合がある。ただし、現在のところ、保健医療調整本部との連携については、保

健医療調整本部が当該の調整会議にもリエゾン（災害時の連携要員）を出すかどうか、もしくは医療

系 NGO（例：HuMA28)、ピースウィンズ・ジャパン 29)等）が入るかどうかに依存するため、保健医療組

織と NGO/NPO 間の連携は、社会的支援における今後の課題である。 

なお、ボランティアを、無資格者及び研修などを受けていない者から成る有志の個人であると整理

すると、ボランティアは社会福祉協議会などのボランティアセンターに登録した上で、各世帯や活動

場所に派遣される。したがって、広義で MHPSS に関わっているメンバーであると位置づけることが

できるが、組織的ではないこと、単発的な活動であること、基礎的な研修を受けていない者が大多数

であるという現状を踏まえ、本マニュアルでは NGO と区別をした。 

・・厚厚生生労労働働省省    

「3.3 主に災害時精神保健医療で活動するチームと関連組織」参照。 
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44..  災災害害時時のの精精神神保保健健医医療療福福祉祉活活動動のの流流れれ  

 

44..11  被被災災都都道道府府県県等等にによよるる保保健健医医療療活活動動にに係係るる指指揮揮調調整整体体制制のの構構築築  

・・保保健健医医療療にに係係るる応応急急救救助助とと指指揮揮調調整整等等  

災害救助法が適用された場合は、被災都道府県が応急救助の実施主体（法定受託事務）となり、応急救

助を行うとともに、事前の取り決めに基づき応急救助の一部を市町村に委任し、その補助のもとに保健医

療に係る応急救助を行う。被災都道府県は、応急救助の実施主体として、市町村と連携して、市町村に委

任した業務も含めた保健医療に係る応急救助全般について指揮調整等を行う。 

・・災災害害時時のの保保健健医医療療活活動動にに係係るる指指揮揮調調整整等等のの整整備備  

被災都道府県は、都道府県災害対策本部のもとに、その災害対策に係る保健医療活動の指揮調整等を行

うため保健医療調整本部を設置し、保健所とともに、保健医療活動に関する情報の収集、整理及び分析、

保健医療活動チームの派遣調整等を行う。 

・・被被災災都都道道府府県県及及びび保保健健所所、、市市町町村村のの関関係係  

被災都道府県は、被災現場である市町村に積極的に出向いて市町村と連携して保健医療活動の指揮調

整等を行う。市町村は当該市町村内で対応できないことを都道府県保健所に、都道府県保健所はその所管

区域内で対応できないことを保健医療調整本部に報告・応援要請し、都道府県及び都道府県保健所は市町

村の応援及び広域調整を行う。保健所設置市及び特別区は、平時から都道府県保健所と一般市町村の役割

を一体的に担っていることから、事前に都道府県と災害時の業務ついて協議を行う。また、災害時におい

ては被災都道府県が、保健所設置市及び特別区と連携して指揮調整等を行う。 

 

 

44..22  被被災災都都道道府府県県ににおおけけるる DDPPAATT 指指揮揮調調整整体体制制のの構構築築（（図図 66））  

・・DDPPAATT 派派遣遣要要請請  

被災都道府県は、被災規模や精神医療ニーズを勘案して DPAT の派遣が必要と判断した場合は、管下の

DPAT 統括者と協議し、厚生労働省又は DPAT 事務局に対し、DPAT の派遣調整を要請する。可能であれば、

必要チーム数、期間、優先される業務についての情報を提供する。厚生労働省及び DPAT 事務局は、派遣

都道府県に対して派遣の調整を行う。派遣都道府県の本庁担当者は、管下の DPAT 統括者と協議し、派遣

可能日程を厚生労働省又は DPAT 事務局に回答する。厚生労働省は、派遣都道府県等 DPAT の派遣先（都

道府県）を決定する。被災都道府県は、派遣都道府県等 DPAT の活動地域（市町村）を決定する。派遣都

道府県 DPAT は、活動内容、活動場所、スケジュール等を被災都道府県と協議し、速やかに支援に入る。 

・・DDPPAATT のの活活動動  

被災都道府県の精神科病院の診療支援や、精神科救護所の開設等の支援を行う。精神科病院の被災の程

度が激しいため入院継続や診療が困難と判断した場合は、DMAT と連携をして転院先病院の調整と精神障

害者の移送を行う。指定避難所や自宅避難者の一時支援は、通常、保健師班やその他行政チームが行い、

精神症状や問題行動等がみられる場合や精神科医療が必要と判断される場合は、DPAT の診療に繋ぐと共

に、症状が重篤で鑑定が必要と判断された場合は、保健所、都道府県庁からの担当者の派遣や精神保健指

定医の診察を行い措置入院や医療保護入院を行う。 
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図図 66．．DDPPAATT とと連連携携ししたた災災害害時時のの精精神神保保健健医医療療福福祉祉体体制制  

  

  

44..33  被被災災都都道道府府県県ににおおけけるる中中長長期期災災害害精精神神保保健健医医療療福福祉祉体体制制  

災害中長期における災害精神保健医療福祉体制については、現時点では自治体によって様々に試行錯

誤している状況にあり、標準的な体制は定まっていない。精神保健福祉センターや保健所を中心とした自

治体を主体とする継続的な支援体制の構築が望まれる。 

表 8 の東日本大震災後の宮城県女川町の例に示したように、中長期の精神保健福祉ケアで重要なこと

は、「こころの健康を支える環境づくり（ポピュレーションアプローチ）」であり、地域保健を基盤にした

こころのケア体制の整備とその活動を支える保健医療福祉機関の一体化した取り組みを進めていく必要

がある。 
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表表 88．．中中長長期期ににおおけけるるこここころろののケケアアのの対対象象者者とと対対応応のの基基本本的的なな考考ええ方方（（例例：：宮宮城城県県女女川川市市））  

**大大塚塚耕耕太太郎郎先先生生（（岩岩手手医医大大））提提供供資資料料をを改改変変  

レレベベルル 11  基基本本的的支支援援とと安安全全  地地域域  

（（家家族族・・同同僚僚等等））

のの支支ええああいい  

  

【【地地域域・・職職場場ににおおけけるる支支ええああいい】】  

・・ササロロンン活活動動、、語語ららいいのの場場（（おお茶茶っっここ会会））  

・・日日常常活活動動のの工工夫夫、、健健康康相相談談、、語語ららいい  

・・通通常常のの保保険険・・医医療療活活動動ででのの配配慮慮等等  

・・人人材材のの活活用用・・支支援援  

（（聞聞きき上上手手ボボラランンテティィアア、、ここここかからら専専門門員員、、暮暮ららししのの相相談談

員員等等））  

レレベベルル 22  ココミミュュニニテティィ及及びび家家

庭庭のの支支援援  

一一般般診診療療・・地地域域

のの支支ええああいい  

【【専専門門家家・・行行政政とと地地域域のの協協同同】】  

・・ササロロンン活活動動、、語語ららいいのの場場（（おお茶茶っっここ会会））  

・・健健康康教教室室（（節節酒酒））、、各各種種研研修修（（人人材材育育成成））  

・・聞聞きき上上手手ボボラランンテティィアアのの活活動動等等  

・・こここころろののケケアアススタタッッフフ→→総総合合医医：：地地域域医医療療セセンンタターー((GG--PP

ネネッットト））  

レレベベルル 33  よよりり支支援援をを必必要要ととしし

てていいるる人人へへのの支支援援  

一一般般診診療療  

レレベベルル 44  専専門門的的支支援援  精精神神科科医医療療  【【専専門門家家・・行行政政主主体体】】  

・・ハハイイリリススクク者者ケケアアとと治治療療体体制制（（精精神神救救護護所所、、巡巡回回診診療療））  

・・訪訪問問（（PPHHNN、、ここここかからら専専門門員員、、くくららししのの相相談談員員））  

・・紹紹介介（（ここここかからら専専門門員員→→PPHHNN→→こここころろののケケアアススタタッッフフ））  

・・医医療療連連携携体体制制  

（（こここころろののケケアアススタタッッフフ→→総総合合医医：：地地域域医医療療セセンンタターー））  

（（GG--PP ネネッットト：：総総合合医医：：地地域域医医療療セセンンタターー→→精精神神科科医医））  

 

*サロン活動：地域交流の場所を作る活動 

*お茶っこ会：2011 年平成 23（2011）年東日本大震災の被災者向けの地域交流の会 

*ここから専門員、聞き上手ボランティア：地域にいるボランティア 

*G-P ネット（一般医-精神科医ネットワーク）：精神科医と一般かかりつけ医の連携方法を明確にしたシステム 

*PHN（Public Health Nurse）：保健師 
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ⅡⅡ．．各各論論  

災災害害スステテーージジ別別のの具具体体的的対対応応  
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 各論では、災害対応を便宜的に 6 つの時期（ステージ）に分けて、自治体担当者の具体的対応を述べ

る。DPAT が活動する時期は概ねステージ 2「活動期」までを想定している。なお、時間経過の目安は熊本

地震(平成 28 年)クラスの大規模災害を基準としているが、水害などの中規模災害では移行期まで 1 か月

程度である。熊本地震以上では、ステージ 2以降の期間がより長くなる。 

  

表表 99．．災災害害スステテーージジとと時時間間経経過過のの目目安安  

ステージ 時間経過の目安 

0 準備期 発災前 

1 立ち上げ期 発災から概ね 3 日後まで 

2 活動期 概ね発災 4 日後から 3 週間目まで 

3 移行期 概ね発災 3 週間から 1 か月目まで 

4 中期 概ね 2 か月目以降 

5 長期 概ね 1 年以降 
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55..  スステテーージジ 00（（準準備備期期：：発発災災前前））のの対対応応  

 

55..11  活活動動目目標標とと活活動動内内容容  

都道府県等は精神保健医療福祉支援のための人材育成・確保、支援を受ける体制の整備、派遣体制の整

備を平時より行う。そのために都道府県は、精神保健医療関係者・災害医療関係者（災害医療コーディネ

ーター30)等）を含んだ会議等を実施し、DPAT 統括者、DPAT 先遣隊隊員等とともに、準備を進める。また、

DPAT 事務局の主催する研修に定期的に参加し、先遣隊登録機関の構成員を、DPAT 先遣隊研修に定期的に

参加させるなど、DPAT 等支援人材の人材育成に努める。 

支援を受ける体制の整備として、災害を想定し各都道府県等の平時における精神保健医療福祉体制の

課題について整理しておく。さらに、都道府県等の地域防災計画より、想定される災害の規模、被害状況

を把握する。地域ごとの精神保健医療福祉体制を踏まえた上で、その際に求められる精神保健医療福祉の

ニーズと、ニーズに応えるための DPAT の活動、精神科医療機関が機能停止した場合の入院患者の搬送の

方法（受け入れ先、交通手段等）と外来患者の医療継続の方法等について検討し、その内容について、訓

練等で検証をすることが望ましい。 

また、DPAT 都道府県調整本部や DPAT 活動拠点本部の設置について検討しておく。例えば、設置場所

を複数検討する、統括者を複数名任命する、統括者をサポートする体制の検討をする等が挙げられる。ま

た、各々の本部活動に関する資機材を平時より想定し、可能なものは備蓄し、定期的な点検を欠かさずに

行い、備蓄が難しいものについては、確保する手段を具体的に計画しておく。 

他に、都道府県は必要に応じて DPAT の派遣を考慮する。基本的に DPAT の派遣は災害対策基本法に基

づいて行われる。被災都道府県外からの支援が必要な規模の災害の場合は、 厚生労働省を介して、派遣

要請を行う場合と、厚生労働省を介さず、近隣都道府県に派遣要請を行う場合がある。また、被災都道府

県内の支援で完結する規模の災害の場合もあるため、災害時はどの派遣形態が必要であるかを選択する

必要性がある。 また、東日本大震災のような大規模災害時には、国が被災都道府県からの派遣要請を待

たずに、派遣都道府県等に対して応援を要請する（プッシュ型支援）場合がある。 

調整本部の立ち上げの基準として、以下のいずれかを満たす場合、直ちに DPAT 統括者及び都道府県の

担当課職員が登庁し、DPAT 調整本部を立ちあげることが望ましい。統括者及び自治体内先遣隊と、予め

調整し、協定・契約等を締結しておく。 

 

表表 1100．．DDPPAATT 調調整整本本部部のの立立ちち上上げげ基基準準（（案案））  

・自治体内で、震度６弱以上（東京都の場合は、２３区内において震度５強以上、その他の地域において 

震度６弱以上）の地震が発生した場合 

・自治体内に、津波警報・大津波警報・東海地震注意情報・大雨特別警報のいずれかが発表された場合 

その他、以下のような場合においても、直ちに登庁し、DPAT 調整本部を立ち上げる。 

・EMIS（広域災害救急医療情報システム）上、自身の自治体が災害モードに切り替わった場合 

・自治体内に、DMAT 調整本部が立ち上がった場合 

・その他、自治体内における精神保健医療福祉体制に障害をきたす場合 
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55..22..  組組織織ごごととにに実実施施ししてておおくくこことと  

・・都都道道府府県県主主管管課課（（主主にに精精神神保保健健福福祉祉担担当当課課））  

都道府県地域防災計画への保健医療調整本部、DPAT 等外部支援団体の記載を行う。都道府県等の平時

における精神保健医療福祉体制の課題を整理した上で、DPAT 派遣－支援を受ける体制についての会議の

開催、年 1 回以上の都道府県 DPAT 研修会の企画・運営、保健医療調整本部の構成員としての体制整備、

地域防災計画より想定される災害の規模や被害状況の把握、都道府県等 DPAT 活動マニュアルの策定、

EMIS の入力等の訓練、災害コーディネーターの確認、市町村への DPAT の周知を行う。 

・・精精神神保保健健福福祉祉セセンンタターー  

都道府県等の平時における精神保健医療福祉体制の課題を整理しておく。都道府県主管課（主に精神保

健福祉担当課）とともに DPAT 統括研修・訓練を受講する。災害によって当該地域の精神科相談・医療機

関が機能不全となった場合における、DPAT 等外部支援を受けるための方法（災害時のメンタルヘルスに

ついての研修を行い、支援者のスキルアップを図る等）を計画しておく。また、災害時の精神保健医療福

祉対策やメンタルヘルスに関する全県的な研修等を実施する。 

・・保保健健所所  

保健所管内（あるいは 2 次医療圏内）の平時における精神保健医療福祉体制の課題を各組織と必要に

応じて共有、整理しておく。精神障害者台帳、相談記録票、都道府県精神保健関連事務処理要領等の整備、

DPAT を含む外部支援団体支援を受ける有事の体制の整備・訓練、所内における各担当の役割分担の明確

化、保健所管内（あるいは 2 次医療圏内）市町村・医療機関等関係機関とのネットワーク整備・連携・連

絡会議の開催、市町村・医師会を含む関係機関団体との教育・研修及び訓練、DPAT のない精神科病院と、

都道府県内の DPAT のある精神科病院との連携訓練、PFA の理解と普及、精神障害者自身が自分自身を守

る力を向上させる働きかけ、地域防災計画の確認、保健所の災害時精神医療供給体制の確認を関係機関と

連携して検討・対応する。また、平時から住民に対する災害時のメンタルヘルス知識の普及・啓発の実施

ができれば望ましい。 

・・市市町町村村  

災害時メンタルヘルスについて災害に関わりのある課が理解しておく。地域防災計画に DPAT を記載す

る。災害派遣に関わる域内精神科病院との共同訓練を検討する。外部支援チームの派遣依頼・支援を受け

るための方法を計画する。都道府県関連研修参加や、保健所との連携会議などの機会にこころのケアにつ

いて知識と技術の取得を行う。住民に災害時のメンタルヘルスに関する普及・啓発を行う。避難行動要支

援者台帳を整理しておく。 
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66..  スステテーージジ 11（（立立ちち上上げげ期期：：発発災災かからら概概ねね 33 日日後後ままでで））のの対対応応  

 

66..11  活活動動目目標標とと活活動動内内容容  

 災害が発生した直後から数時間の初動段階では、被害の全貌を把握することは困難であり、状況も刻々

と変わっていく。そのような段階でまず行うべきことは、必要な情報を入手して、的確な判断を行うため

の体制を立ち上げることである。都道府県担当者は、本部立ち上げ基準を満たす場合、直ちに登庁し、

DPAT 調整本部を立ち上げ、DPAT 統括者及び自治体内先遣隊に参集依頼をする。また、調整本部の立ち上

げに当たり、保健医療調整本部及び DMAT 所管部局への連絡を行い、調整本部の設置に必要な資器材の確

保を行う。 

 

図図 77  ．．DDPPAATT のの組組織織体体制制  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・職職員員のの参参集集  

 災害が発生した場合、DPAT 統括者を含む対応職員は、都道府県庁等の災害対策本部が開設される場所

に直ちに参集する。DPAT 調整本部を立ち上げるために最低限必要な 4 から 6 人を確保できるよう、参集

する職員を決める際には、あらかじめ人数に余裕を持っておく必要がある。参集する職員は、DPAT 統括

者、都道府県主管課（主に精神保健福祉担当課）職員、精神保健福祉センター職員、DPAT 先遣隊等の中

からあらかじめ決めておく。DPAT 統括者は、活動開始後の交代も考えて複数名指定しておくことが望ま

しい。過去に DPAT 調整本部の業務を経験したことがある者を、DPAT 調整本部に入れるようにしておく

と、特に活動の初期には大いに助けになる。 

・DDPPAATT 調調整整本本部部のの立立ちち上上げげ  

 参集したメンバーは、本部立ち上げの基本的な原則（表 11）により、DPAT 調整本部の立ち上げを行う。

DPAT 調整本部は情報を入手しやすく、他の支援者と連携のしやすい、災害対策本部内に立ち上げる必要

がある。初動から急性期には、DMAT と連携することが多いため、できれば DMAT 調整本部の隣が望ましい

とされる。 
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表表 1111．．本本部部立立ちち上上げげのの原原則則  

・カウンターパートへの挨拶 ・（災害対策本部やＤＰＡＴ事務局へ）立ち上げの報告 

・場所の確保 ・機材の確保 

・初期本部構成員の役割を決める ・アセスメント 

・安全確認 ・状況評価と情報発信 

・連絡手段の確保  

 

・人人員員確確保保とと役役割割分分担担  

最低限、4 から 6 人のメンバーを確保し、本部長、連絡調整係、資・機材準備係、情報収集係を分担す

る。当初は、集まることができたメンバーで臨機応変に対応しなければならない。 

・被被災災状状況況のの把把握握  

被災地自治体が設置する都道府県災害対策本部や EMIS 等を通じて以下の情報を入手する。発災後早期

には情報が錯綜するため、専門家による的確な情報収集と、その情報を基にした的確なアセスメントが重

要となる。災害時には、電話やインターネット回線に障害が生じることが多い。それに加えて、被災地の

市町村や保健所には、様々な部門からの問い合わせが集中するため、直接の情報収集は困難となる。災害

対策本部や DMAT 調整本部など、様々なソースから情報を収集しなければならない。 

  

表表  1122．．把把握握すすべべきき情情報報  

全般的状況 
災害規模、ライフライン・道路状況、死傷病者数、

避難所設置状況 

保健医療資源の状況 
医療機関の被災状況、DMAT 等医療救護班の活

動状況、救護所の設置状況 

精神科医療ニーズ 
精神科医療機関の被災状況、地域での緊急対応

事例、薬剤補給状況 

精神科医療資源の状況 
（DPAT 活動開始後は）DPAT の派遣依頼及び参集

状況及、受入可能精神科病院の情報 

  

・DDPPAATT 派派遣遣のの決決定定  

 DPAT 調整本部では収集した情報を基に、災害対策本部内及び関係機関と協議の上、DPAT の派遣要請を

行うか否かを決定する。DPAT 統括者単独での意思決定は難しい。DPAT 統括者を中心に、都道府県主管課

（主に精神保健福祉担当課）、精神保健福祉センター等を含めて、他都道府県の DPAT の被災地域への派

遣要請、都道府県等 DPAT への被災地派遣の必要性について慎重に吟味をする。先遣隊については派遣す

べき状況（被災規模、被災地域の現状等に応じて県外 DPAT の支援が必要と思われる状況）を平時にあら

かじめ決めておくとよい。場合によっては、被災地の精神保健医療ニーズの把握ができないために、先遣

隊の派遣を検討する必要もある。 

 外部 DPAT の派遣要請については、DPAT 事務局や関係機関とよく協議することが重要である。DPAT 調

整本部を立ち上げたが、派遣を要請しないということもありうる。災害直後ではわからなかった被害の状

況がのちになって分かるなどで改めて外部 DPAT の要請を行う場合もありうる。その派遣の要請の判断や
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被災状況を国と共有するためには、DPAT 事務局のリエゾン担当者（災害時の連携要員）の派遣を要請す

ることも相談してみる。 

  

  

66..22..  組組織織ごごととにに実実施施すするるこことと  

・・都都道道府府県県主主管管課課（（主主にに精精神神保保健健福福祉祉担担当当課課））  

都道府県災害対策本部・保健医療調整本部を立ち上げる。担当課は DPAT 統括とともに、DPAT 調整本部

を立ち上げる。次に、保健医療調整本部と地域保健医療調整本部（保健所）との連携体制の構築、ならび

に災害医療コーディネータや外部支援団体との連携体制の構築を行う。原則は災害前に連携体制を構築

しておくべきだが、想定通りにならない場合もあるため連携体制の再構築を災害後に行う必要がある。 

調整本部において、精神科医療機関、避難所等被災状況の確認と情報の共有化（保健医療調整本部、外

部支援団体）を行う。これらの分析から、都道府県知事名で DPAT 等外部支援団体の派遣要請を行うか決

定したのち、DPAT 事務局と連絡を取り、DPAT を含む外部支援団体の派遣調整を行う。 

・・精精神神保保健健福福祉祉セセンンタターー  

センター長が DPAT 統括を兼ねている場合がほとんどであり、都道府県庁に参集して都道府県主管課

（主に精神保健福祉担当課）とともに、DPAT 調整本部の立ち上げを実施、もしくは支援する。また DPAT

統括として保健医療調整本部の会議に出席するなど連携を確認し情報収集を行う。都道府県内の精神科

病院協会等に連絡を取り、精神科病院被災状況の把握と必要な支援の情報収集を行う。 

・・保保健健所所 

まず庁舎に参集し、庁舎の被災状況確認、職員の安否確認の上、地域の保健医療活動の拠点となる地域

保健医療調整本部を設置し、地域災害医療連絡調整会議と連携するなど、情報収集、発信、共有の仕組み

の確立を行う。次に、管内市町村や精神科医療機関等の被災状況の確認、措置入院患者の状況把握を含む

精神保健ニーズ、避難所住民に係る情報収集、市区町村の活動状況の把握、その他医療機関の状況把握を

行う。これらの情報分析から必要に応じて DHEAT の支援を受けつつ、外部支援団体（DPAT を含む。）等人

的支援の要請、受け入れ調整を開始する。その後必要に応じた圏域内の精神科病院の転院等の調整を地域

の体制に応じて支援し、市町村の医療救護活動、避難所運営支援を行う。 

・・市市町町村村  

まず庁舎に参集し、庁舎の被災状況確認、職員の安否確認の上、市町村災害対策本部を立ち上げる。次

に地域保健医療調整本部との連携体制の構築、避難所及び医療救護所の設置運営を開始する。さらに、障

害者施設、医療関係施設等の被災状況の情報収集の上、保健所と協議・調整を行い、外部支援団体（DPAT

等を含む。）を状況に応じて受け入れる。 
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77..  スステテーージジ 22（（活活動動期期：：概概ねね発発災災 44 日日後後かからら 33 週週間間目目ままでで））のの対対応応  

 

77..11  活活動動目目標標とと活活動動内内容容  

精神科病院が被災して病棟の機能維持が困難になると、病院支援や病院からの患者搬送が必要となる。

病棟機能が維持できたとしても、人的・物的な支援が必要となる場合がある。また、精神科医療機関が被

災して外来診療機能が失われる、あるいは、受診するための交通手段が失われると、通院患者が医療を受

けることができなくなる。一方、避難所、あるいは自宅で暮らしている住民は、被災による心的トラウマ

などによる直接的ストレスに加えて、避難生活による二次的なストレスに曝される。精神科領域以外に

も、DHEAT 、DMAT、JMAT、など様々な外部支援者が保健医療活動を展開する。 

 

・・DDPPAATT 活活動動拠拠点点本本部部のの立立ちち上上げげ協協力力  

DPAT 調整本部を設置し、被災状況の情報収集を行う。具体的には、①災害の発生場所（地域）、②危険

性（現状と拡大の可能性）、③被災地域の交通状況、④死者数、負傷者数、⑤精神科病院の被災状況、で

ある。これらの状況をもとに、DPAT の派遣の要請の有無と、DPAT 活動拠点本部の設置を決定する。活動

拠点本部を設置する場所は、災害拠点精神科病院等の医療機関や保健所等となるが、急性期には DMAT と

の密接な連携が必要となるため、DMAT 活動拠点本部と同じ機関内に設置することが望ましい。DPAT 活動

拠点本部は次のような活動を行う。 

  

表表 1133．．DDPPAATT 活活動動拠拠点点本本部部のの活活動動  

  ・DPAT 調整本部との連絡調整 

  ・被災状況及び避難状況の把握 

  ・医療機関の被害状況と医療体制の把握 

  ・転院調整が必要な場合、調整本部と連携して転院調整を行う 

  ・DPAT 隊の受け入れとオリエンテーション、指揮、調整 

  ・精神科医療ニーズ、支援状況の把握 

  ・DPAT 隊の活動報告のとりまとめ及び調整本部への報告 

  

・・DDPPAATT とと連連携携ししたた精精神神保保健健医医療療活活動動のの概概要要  

 精神科病棟が倒壊・浸水などの被害を受けた場合、食料や飲料水などの補給や、DMAT、自衛隊、消防隊

等と連携した患者搬送が必要となる。基本は、活動拠点本部が患者の詳細は DPAT 隊からの情報で把握す

る。調整本部は精神科ニーズごとに転院調整が必要なのかを把握し、都道府県内外の医療機関や関係機関

と調整し、搬送先や搬送手段を確保する。この時、自治体は災害拠点精神科病院、DPAT と連携し、搬送

先病院の情報収集、措置入院患者の移送先確保の支援を行う。 

 また、精神科医療機関の外来機能が失われた場合や、機能はしていても交通が遮断されて受診が困難と

なった場合には、避難所の巡回診療や精神科救護所の設置を行うなど、地域の外来機能を維持する必要が

ある。さらに、精神科病院の人員や物資の確保が困難となる場合には、病院の機能維持も困難となること

から、DPAT 隊員等の外部医療スタッフが災害救助法の適用下で診療の支援を行うこともある。このよう
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な場合、被災病院の患者情報、避難所の精神科患者情報を DPAT と活動拠点本部、ないし地域保健医療調

整本部で共有し、連携した活動を行う。 

活動の際には EMIS や関係機関からの情報等を基に、被災地域の精神科医療機関、 避難所、医療救護所

等の精神保健医療福祉ニーズを把握する。被災状況の把握できない場所があった場合は、安全を確保した

上で、 直接出向き、状況の把握に務める。また、必要に応じて、被災地域の担当者や支援者、DMAT 等の

医療救護チーム、被災地域の精神科医療機関、派遣元の都道府県等へも発信し、活動についてともに検討

する。  

・普普及及・・啓啓発発とと教教育育研研修修  

災害時には不眠や不安など様々な心理的反応が生じる。その多くは、「異常な状況に対する正常な反応」

であり、時間の経過とともに自然に回復していく。被災者に、そのようなメッセージを伝える普及・啓発

活動は非常に重要である。平時からあらかじめ啓発用のリーフレットのひな形を作成しておき、災害発生

時に即座に配布できるようにしておく。マスメディアや自治体からの情報発信の中で伝えていくことも

有効である。なお、メンタルの問題を発信する際には、それ単独ではなく、身体の健康問題などと合わせ

て発信できるとよい。住民に対する啓発と合わせて、住民を支える市町村保健師、行政職員や地域包括支

援センターの職員等に対して、災害時のメンタルヘルスに関する情報提供を行うことも有効である。状況

が落ち着いていれば、研修会も開催できるとよい。 

・住住民民にに対対すするる相相談談活活動動  

災害後の住民は心理的反応を生じるが、周囲の目を気にしたり、問題を自覚することができなかったり

するため、自ら診療や相談を求めてくることは少ない。避難所を担当する保健師や行政職員等は、体の健

康や生活に関する相談の中で、メンタルヘルス上の問題が懸念される場合には、見守りや DPAT 等の専門

的チームにつなぐことを意識する必要がある。一方で、保健師の対応で十分にできている場合もあるた

め、支援者へのアドバイスや現在の支援を肯定するなどにより、既存の支援資源をうまく育成するという

視点も有用である。 

・健健康康調調査査、、ススククリリーーニニンンググ  

避難所や自宅にいる被災者に対して、市町村が主体となって健康調査や見守りのための訪問などが行

われ、その中で、メンタルヘルスに関するスクリーニングが行われる場合がある。その際には、調査の実

施から結果の取り扱い、ハイリスク者への対応などについて、市町村の保健部局や精神保健担当課と保健

所、精神保健福祉センターが十分な連携をとらねばならない。DPAT がまだ活動している時期であれば、

コンサルテーションやアウトリーチによる支援など、DPAT 等支援団体の協力を得ることができる。 
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表表 1144．．被被災災地地ににおおけけるる精精神神保保健健活活動動のの特特徴徴とと留留意意点点   

 ・被災後の時期に合わせた適切な介入、ケアを提供する 

 ・避難所や仮設住宅など現場に出かけていく活動（アウトリーチ）に重点を置く 

 ・生活全体の支援の一環として活動を行い、求められていることを行う 

 ・被災者の心理についての正しい知識を持つ（被災者の情動反応の多くは異常な事態に対する正常な反応） 

であり、そのことを被災者に告げることが重要 

 ・被災地の特性を把握し、互助機能を尊重、利用する 

 ・関係する諸機関（行政、保健医療福祉チーム等）と相互の連携を図る 

 ・支援者は二次被災者であることを理解し、そのメンタルヘルスの維持に努める。 

  

・・報報道道へへのの対対応応  

災害時における報道機関の役割は非常に重要である。被災の状況を伝えるだけでなく、相談窓口に関す

る情報や、メンタルヘルスに関する情報を広く住民に届けることができる。ただし、取材が過剰になるこ

ともあり、その影響で被災者に負担がかかることがあるため留意する必要がある。 

・支支援援者者のの支支援援  

支援者の支援には二つの種類がある。一つは、地元支援者の活動を、DPAT 等の外部支援団体の外部支

援者が技術的に援助することである。具体的には、精神疾患が疑われる住民の訪問に DPAT 等の外部支援

団体が同行したり、精神疾患を有する避難者の対応について DPAT 等支援団体の精神科医が助言を行った

りすることが考えられる。もう一つは、支援者をメンタルヘルスなどの健康面で支援することである。災

害発生後の早い段階から、支援者の健康を保持増進するための対策について、関係機関に対して幅広く発

信していくことが望ましい。特に負担を受けやすい行政職員のメンタルヘルスケアのために、DPAT 等支

援団体の外部支援者を活用することも考慮すべきである。具体的には、職員に対する相談会やメンタルヘ

ルスに関する研修会などを開催できるとよい。日赤のこころのケアチームは支援者の支援を主な活動と

しており、傾聴やマッサージ、足湯などの技法を用いて支援を行う。自治体は彼らに協力して支援の場所

や心配な支援者情報を提供する。 

支援者個人の精神不調に対しては、相談・助言等を行った上で、支援者の所属する組織の労務管理・産

業メンタルヘルス体制へつなぐ。 

 

表表 1155．．  報報道道対対応応ののポポイインントト  

  ・こころのケアに関して報道対応窓口を定めて定期的な情報発信を行う 

  ・報道関係者に対して適正な報道のあり方について依頼する 

  ・報道関係者に対して、避難所や救護所に許可なく入ることや、被災者へむやみに取材を行うことがないよう

注意喚起をする（避難所への張り紙など） 

  ・被災者に対して、取材を断ってもよいということを周知する 
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77..22  組組織織ごごととにに実実施施すするるこことと  

・・都都道道府府県県主主管管課課（（主主にに精精神神保保健健福福祉祉担担当当課課））  

保健医療調整本部と地域保健医療調整本部（保健所）との連携体制による活動を行う。調整本部におい

ては、外部支援団体の派遣調整（都道府県等 DPAT 等を含む。）、地域保健医療調整本部との情報の共有化、

連携、他都道府県の担当課との調整、精神保健福祉センターとの連携を適宜行う。また精神保健医療福祉

の状況について情報発信し、地域、関係機関で共有する。報道機関に対応する。 

・・精精神神保保健健福福祉祉セセンンタターー  

都道府県主管課（主に精神保健福祉担当課）と連携し、調整本部の支援や都道府県内の精神保健医療の

被災状況に関する情報収集、被災住民へのこころの相談電話の開設、こころのケアのリーフレットなど資

材の提供や普及・啓発活動の展開、支援者支援を開始する。 

・・保保健健所所  

被災状況、精神保健医療ニーズの把握と対応、都道府県保健医療調整本部、市町村、DPAT 等を含む外

部支援団体の活動の調整・支援（情報共有化、活動支援）を行う。市町村の関連団体の活動状況の把握、

精神障害者の治療継続支援、措置入院対応、精神科救急の当番病院の再調整、アルコール依存症者への断

酒継続支援、市町村保健師等の支援者支援、住民に対するこころの健康に係る普及・啓発を行う。 

・・市市町町村村  

避難所の管理・運営・支援ニーズの把握、避難所の健康相談及びメンタルヘルス不調者のスクリーニン

グの実施、精神障害者、独居高齢者、生活困窮者等の現況把握を行い、適宜保健所、精神保健福祉センタ

ーと連携して DPAT 活動の必要性の検討や派遣要請を行う。また、避難所等でリーフレット配布やミニ研

修会を実施して住民に対するこころの健康の普及・啓発を行う。 
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88..  スステテーージジ 33（（移移行行期期：：概概ねね発発災災 33 週週間間かからら 11 かか月月目目ままでで））のの対対応応  

＊移行期の期間について、大規模災害ではこの限りではない。 

 

88..11  活活動動目目標標とと活活動動内内容容  

被災地の状況としては、ライフラインや公共交通機関は復旧してきており、避難所から自宅や仮設住宅

等への退去が進み、最終的には避難所が閉鎖される。DMAT 等の外部医療支援者は概ね撤退する。 

 精神科医療機関は概ね復旧（外来、入院、デイケア等）する。市町村保健センター等では平時の業務が

再開されるが、被災者支援を継続するため、保健師チームや長期派遣保健師の支援を受けることを継続す

る自治体もある。中長期の精神保健医療福祉体制を模索する時期と言える。 

 

・・DDPPAATT をを含含むむ外外部部支支援援者者のの活活動動終終結結のの判判断断  

 DPAT の活動終結について検討を行う。そのために、精神保健医療福祉対策について関係者が一堂に会

して検討する場を作れるとよい。その上で、表 14 の情報を集めて、被災地域のニーズアセスメントを行

い、DPAT の撤退時期等を含めた今後の対策を検討することになる。 

  

表表 1166．．  DDPPAATT 撤撤退退判判断断のの基基準準（（案案）） 

      ・・DPAT 活動における処方数、相談件数等の推移  

・避難所の開設状況や避難者数の推移 

・近隣精神科医療機関の診療機能の回復状況 

・ライフライン、道路、公共交通機関の復旧状況 

・市町村、管轄保健所、精神保健福祉センターの意見 

・地域の精神科医療関係者の意見 

 

終結を決定する際は、被災都道府県の精神保健医療福祉関係者等を招集した会議を行い、DPAT 都道府

県調整本部の助言を踏まえ、その後の 災害精神保健医療福祉体制について関係者の合意を得ることが望

ましい。終結の判断をした場合、DPAT の活動を一気に終了させるのか、全国派遣→近隣都道府県派遣→

県内派遣のように都道府県等 DPAT を用いて、段階的に終了させるのかなど終了のパターンについて検討

する。同時に、DPAT が対応したケースについて、その重症度や支援の必要度に応じて、地元支援機関へ

の対応・連携等の方法を考える。活動終結の決定後は、被災地域の支援者に対して、支援活動と事例の検

討・連携を段階的に行う。 

 

・・DDPPAATT かからら平平時時のの医医療療資資源源へへのの移移行行  

DPAT の医療的役割は精神科医療機関へ移行する。DPAT が担っていた精神保健活動は、支援の継続／終

結を見極めた上で、個別ケース支援（フォロー中のケース、新規ケース）は市町村へ、調整・後方支援は

精神保健福祉センター、保健所等がフォローアップする。精神保健に関する調整・後方支援は、各被災地

での精神保健医療福祉関連施設が開設されれば、同施設がフォローアップする。さらに、医療機関ではそ

の医療機関 のスタッフ、避難所ではそこを管轄する担当者や保健師に対し、十分な情報の引継ぎを行う。
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引継ぎに当たっては、活動記録の受け渡しを行い、地域での実際の活動状況、連携機関（医療機関や避難

所等の窓口となる者の氏名、連絡先及び活動の具体的な 流れ等）、継続事例への対応についての情報を伝

える。 隊によってあまりにも異なる対応は被災地域の支援者や住民を混乱させるため、 引継ぎは極めて

重要であることに留意する。 

 

 

88..22  組組織織ごごととにに実実施施すするるこことと  

・・都都道道府府県県主主管管課課（（主主にに精精神神保保健健福福祉祉担担当当課課））  

DPAT 等外部支援団体からの移行時期を検討し、団体が撤収するプランの計画を行う。終結を判断する

ための合議体を主催し、終結時期・終結方法を合議により決定する。あわせて団体撤収後の地域に基づい

た中期・長期に行う支援活動内容を計画する。 

・・精精神神保保健健福福祉祉セセンンタターー  

都道府県主管課（主に精神保健福祉担当課）の合議体に参加し、移行時期の検討、撤収プランの計画を

提案する。そのほかに支援者支援活動を行う。 

・・保保健健所所  

外部支援終結の判断基準となる各種の情報を収集する。精神科医療機関や精神保健福祉施設等の復旧

状況の把握を含む、地域保健医療福祉体制のアセスメントを行う。その上で、都道府県主管課（主に精神

保健福祉担当課）の合議体に参加し、管内関係機関と連携し、移行時期の検討、撤収プラン作成の支援を

行う。そのほかに、支援者支援活動、医療機関の再稼働状況の確認、中長期のこころのケアの応援体制の

検討を行う。 

・・市市町町村村  

移行時期の検討、撤収プランの計画、避難所縮小計画、避難所数、避難人数、支援ニーズのアセスメン

トを行う。可能であれば、NPO、ボランティアらの協力を得て、仮設住宅の巡回相談及び仮設住宅サロン

などの交流の場を提供する。 
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99..  スステテーージジ 44（（中中期期：：概概ねね 22 かか月月目目以以降降））のの対対応応  

 

99..11  活活動動目目標標とと活活動動内内容容  

被災者の心理変化としては、支援の対応に疲労が重なる時期（現在の状況に幻滅し疲労を感じる時期）

に入り、停滞感が広がる時期である。将来の生活に関する不安が高まり、行政の復興対策への落胆や怒り

が噴出する。また、これまでの緊張や疲労が蓄積し、心身の不調が徐々に表面化する。仮設住宅入居等に

よる環境変化から、認知症高齢者の精神症状悪化や子どもの退行現象がみられることもある。支援者のバ

ーンアウトが生じやすい時期でもある。また、災害規模にもよるが徐々に外部支援者は活動終了としてい

る時期でもある。ただし支援継続が必要な場合は外部支援者が活動継続をしている場合もある。 

  

・・災災害害後後精精神神保保健健専専門門機機関関のの立立ちち上上げげ  

既存の地域資源のみでは、被災地の復興期におけるメンタルヘルスに関する課題への対応が難しいと

判断された場合に、国からの財源等により、こころのケアセンター等の災害後地域精神保健を担う機関が

設置されることがある。 

こころのケアセンターのような機関は、被災地の精神保健医療福祉体制を人員の面でも予算の面でも

強化することができる。一方で、設置するまでの準備に多大な人員と時間を必要とすることや、有期限で

あるため、人員の確保が難しく、期限終了後の事業の継承が難しいなどのデメリットも存在する。 

都道府県主管課（主に精神保健福祉担当課）を中心として、これらのメリットとデメリットを踏まえて、

専門機関立ち上げの協議を行うこととなる。状況を評価して、既存の地域精神保健ネットワークで対応可

能であるか、地域精神保健ネットワークを強化して対応する必要があるのか、全く新たな機関の立ち上げ

を要するのかといった判断をしなければならない。支援の空白期間をなくすため、先災地の例などを参考

に、この判断は可能な限り早急になされる必要がある。 

 

表表 1177．．過過去去にに被被災災者者メメンンタタルルヘヘルルスス支支援援機機関関がが立立ちち上上ががっったた災災害害  

阪神・淡路大震災 兵庫こころのケアセンター 

新潟中越地震 新潟県精神保健福祉協会こころのケアセンター 

東日本大震災 
岩手県こころのケアセンター、みやぎ心のケアセンター 

ふくしま心のケアセンター 

熊本地震 熊本こころのケアセンター 

平成 30 年 7 月豪雨 おかやまこころのケア相談室、広島県こころのケアチーム 

 

・・仮仮設設住住宅宅等等のの見見守守りり体体制制のの支支援援  

仮設住宅等における精神保健活動の主体は市町村保健師である。近年、仮設住宅が供与される規模の災

害では、市町村ごとに地域支え合いセンターが設置される傾向にある。同センターは、被災者の中に入

り、課題を専門機関につなぐ役割を担う機関である。地域支え合いセンターには専門職ではない職員も多

く、精神保健に関する情報提供や後方支援は必要不可欠である。 

 地域支え合いセンターが仮設住宅入居者を中心とした見守り支援を行う中で、心身の変調が懸念され
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る被災者がいれば、市町村の精神保健担当者（主に保健師）や生活再建担当者につなぐ必要がある。さら

に、市町村での対応が困難であったり、判断に迷ったりするケースでは、後方支援機関（保健所、精神保

健福祉センター、こころのケアセンター等）につないで、アウトリーチ対応や支援に関する助言を行うと

いった連携体制がとられる。 

従来の建設型のプレハブ仮設団地よりも、民間のアパート等を借り上げ、仮設住宅として供与するみな

し仮設制度が普及している。コスト面や入居までの期間が早いというメリットがある一方で、見守りが難

しく、コミュニティーの恩恵を受けにくく、ボランティア支援の対象になりにくい等、精神保健上のデメ

リットもある。相対的に孤独死も多い。みなし仮設への見守り体制をどのように構築していくかは重要で

ある。 

・・住住民民にに対対すするる啓啓発発活活動動  

ストレスによる心身の変化や相談窓口等の情報を分かりやすく提供する。災害ストレスによる様々な

心身の反応について「異常なことではなく正常な反応であること」など、正しい情報を提供することで、

過剰な不安感を減少させることができる。方法としては、パンフレット配布、市町村広報誌、講演会、出

前講座、インターネット、メディアの活用などの方法がある。 

対象によっては個別の精神保健課題（うつ、不眠、アルコール問題、ギャンブル問題など）に関する啓

発が有効な場合もある。保健所や精神保健福祉センターに既存のパンフレット等があるので活用すると

よい。 

・・支支援援者者のの支支援援  

 この時期には外部支援者が撤退するために、地元支援者の負担も増していく。それに加えて、発災から

蓄積してきた疲労の影響や、平時の業務の再開による業務負担も重なるために、バーンアウトが発生しや

すい時期でもあり、支援者支援に重点的に取り組む必要がある。平時の産業メンタルヘルス対策に加え

て、相談会やセルフケア、管理監督者向け研修を実施する必要もある。 

 

 

99..22  組組織織ごごととにに実実施施すするるこことと  

・・都都道道府府県県主主管管課課（（主主にに精精神神保保健健福福祉祉担担当当課課））  

中期・長期に行う活動内容を計画する。 

・・精精神神保保健健福福祉祉セセンンタターー  

精神保健福祉に関する相談・助言、支援者スキルアップのための研修、被災者支援に関する統括、支援

者支援活動を行う。 

・・保保健健所所 

被災者、ならびに DPAT から連携を受けたケースのフォローアップ体制を確立する。災害時の診療記録

の管理・保存を行う。支援者支援活動を行う。管内市町村でのこころのケアの状況把握及び支援計画を策

定する。ほかにも、平時の業務の再開及び再構築、DPAT 支援終結の検討を行う。 

・・市市町町村村  

DPAT から連携を受けたケースのフォローアップ、障害者、独居高齢者、母子、児童などへのアウトリ

ーチ活動を開始する。精神保健福祉の平時の業務再開及び再構築、DPAT 支援終結の検討を行う。 
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1100..  スステテーージジ 55（（長長期期：：概概ねね 11 年年以以降降））のの対対応応  

 

1100..11  活活動動目目標標とと活活動動内内容容  

仮設住宅での暮らしが定着し、住宅の再建や復興住宅への転居なども進む。地域社会が平時を徐々に取

り戻し、全体としては被災者の生活も安定してくる。しかしながら、生活再建を果たし幻滅期から脱する

被災者と、再建の見通しが立たない被災者との間で、心理的格差が広がっていく（鋏状格差）。仮設住宅

での近隣トラブル、DV、アルコール問題、高齢者の生活不活発病が問題になることもある。 

被災に伴う多重ストレスからうつ状態や適応障害を呈する者、従前からのアルコール依存症や発達障

害が顕在化する者、トラウマ反応が遷延化する者、仮設住宅での暮らしに適応困難な認知症者など、様々

なメンタルヘルス課題がみられる。節目の時期にはアニバーサリー（記念日）反応がみられることもあ

る。自治体の平時の業務も再開するため、平時の業務と被災者支援業務を両立させることの難しさも出て

くる。精神保健医療福祉の再生が大きな課題となる。 

 

・・長長期期のの支支援援体体制制のの調調整整  

直接的支援を市町村や地域の支援を担当する組織（例：地域包括支援センター、地域支え合いセンター

等）が行い、保健所、精神保健福祉センター、こころのケアセンター等が支援を担う。徐々に平時の精神

保健医療福祉体制へ移行していけるように、可能な限り地域資源の活用・補強を意識し、地域の実情に即

した支援を心掛ける。そのためには、市町村から依頼があがるのを待つのみでなく、継続的にアウトリー

チをして市町村の意向を丁寧にくみ取りながら、後方支援等はなされるべきである。 

 また、地域のこころのケアに関するニーズの把握が必要となる。仮設住宅入居者を対象とした健康調査

が実施され、ハイリスク者の把握とともに、全体的な被災地の心身の健康状態の傾向が把握される。これ

を基に、必要な支援体制を修正・検討することもある。中長期になると、外部支援が少なくなるため、ど

れだけのマンパワーを投入できるかがポイントとなる。やった方が良いことはたくさんあり、また、外部

から様々な提案がなされることもある。マンパワーや予算などの実状に応じて現実的な選択ができるよ

う、現場をサポートする支援が必要である。 

・・長長期期ににおおけけるる支支援援活活動動のの内内容容  

メンタルヘルスの課題を自ら相談してくる被災者は少ない。そのため、アウトリーチ活動や健康調査等

を駆使して、積極的にハイリスク者を抽出し、フォローしていく体制が望まれる。支援においては関係づ

くりが第一となる。いきなりこころのケアの話をするのではなく、まずは人として信頼してもらう。その

ためには、再建状況や今の困りごとを丁寧に聞き取りながら、本人のニーズの範囲内から介入していく。   

こころのケアを実践していくに当たっては、いくつかの支援技術を習得することが助けになる。例え

ば、PFA、SPR（Skills for Psychological Recovery）31)、節酒教育、ゲートキーパー養成等であり、後

方支援機関は地域支援者に対してこれらの技術の普及に努める。こころの問題の解決よりも現実的問題

の解決など福祉の支援が必要な状況も多い。被災者個々人の生活状況を踏まえた支援が必要である。 

精神障害者ではないが、心身の健康・経済・生活その他について見守りが必要な者は、支援の狭間に落

ちてしまいがちである。 
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・・関関係係機機関関ととのの連連携携  

専門性の高い支援が必要になるケースもあり、表 18 に示すような関係機関との連携を積極的に図るべ

きである。多機関連携支援となる場合には、ケース会議を開催するなどして市町村当該部署を中心に情報

共有を図るべきである。 

 

表表  1188．．関関係係機機関関のの例例  

高齢者 地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、認知症疾患医療センター等 

子ども 
学校、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、発達障害者支援センター、

子ども若者総合相談窓口、児童相談所、家庭児童相談員（室）等 

生活困窮者 社会福祉協議会、生活困窮者支援窓口等 

ひきこもり ひきこもり地域支援センター、子ども若者総合相談窓口等 

アルコール問題 保健所、精神保健福祉センター、自助グループ（断酒会 32）、AA33)等）等 

複雑困難事例 保健所、精神保健福祉センター、こころのケアセンター等 

 

 

1100..22  組組織織ごごととにに実実施施すするるこことと  

・・都都道道府府県県主主管管課課（（主主にに精精神神保保健健福福祉祉担担当当課課））  

平時の業務への移行を行う。また災害後のフォローアップ事業の把握、災害関連の精神保健案件のデー

タ化を行う。さらに、発災後現在までの災害対応のまとめを報告書や議会などで報告する。 

・・精精神神保保健健福福祉祉セセンンタターー  

平時の業務として、精神保健福祉に関する相談・助言を行う。一方で災害メンタルヘルスの対応として、

被災者向けの長期支援に関する統括、自治体職員などへの支援者支援活動を行う。センターが行政組織と

連携をして、被災地における現状を把握することが望ましい。 

・・保保健健所所  

平時の業務への移行を行う。また、災害関連の精神保健案件への対応についての市町村担当課への支

援、ならびに支援者支援活動を行う。中長期的な対応が必要となる地域課題の抽出とその対応策の検討を

行う。 

・・市市町町村村  

平時の業務への移行を行う。また、災害関連の精神保健案件への対応、DPAT 活動以降の要長期支援ケ

ースのフォローアップを行う。地域精神保健医療福祉資源が十分に回復しない場合、適宜精神保健福祉を

補完する。アウトリーチチームを発足させて支援活動を継続することが望ましい。年 1 回程度被災者の

精神保健福祉ニーズに関する調査を実施することが望ましい。 
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2)  災害精神保健医療マニュアル（2011） 

平成 22 年度厚生労働科学研究費補助金 障害者対策総合研究事業（精神障害分野） 

大規模災害や犯罪被害等による精神疾患の実態把握と介入手法の開発に関する研究 
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5)  広域災害救急医療情報システム（Emergency Medical Information System：EMIS） 

https://www.wds.emis.go.jp/ 

6)  平成 24 年 3 月 30 日 

障発 0330 第 21 号、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知 

「保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領」 
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7)  災害時の保健活動推進マニュアル（2019） 

令和元年度地域保健総合推進事業 日本公衆衛生協会、全国保健師長会 
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https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000197833.pdf 

9)  DMAT（Disaster Medical Assistance Team）：災害派遣医療チーム 

DMAT 事務局 

http://www.dmat.jp/ 

10)  DHEAT (Disaster Health Emergency Assistance Team）：災害時健康危機管理支援チーム 

全国保健所長会 

http://www.phcd.jp/02/t_bousai/dheat06.html 
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11)  平成 30 年 3 月 20 日 

健健発 0320、第１号厚生労働省健康局健康課長通知 

「災害時健康危機管理支援チーム活動要領について」 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000198472.pdf 

12)  JMAT (Japan Medical Association Team)：日本医師会災害医療チーム 

日本医師会 

http://www.med.or.jp/doctor/sien/s_sien/002049.html 

13)  JMAT 要綱（2018） 

http://www.med.or.jp/doctor/report/saigai/jmat_youkou 20140401.pdf 

14)  DPAT（Disaster Psychiatric Assistance Team）：災害派遣精神医療チーム 

DPAT 事務局 

https://www.dpat.jp/ 

15)  DPAT 活動マニュアル（Ver.2.1.） 

https://www.dpat.jp/images/dpat_documents/3.pdf 

16)  平成 30 年 3 月 30 日 

障精発 0330 第１号、厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部精神・障害保健課長通知 

「災害派遣精神医療チーム（DPAT）活動要領について」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000204723.html

（https://www.dpat.jp/images/dpat_documents/2.pdf） 

17)  令和元年 6 月 20 日 

医政発 0620 第８号、障発 0620 第１号厚生労働省医政局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

長通知 

「災害拠点精神科病院の整備について」 

https://www.mhlw.go.jp/content/10802000/000568723.pdf 

（https://www.mhlw.go.jp/content/10802000/000568718.pdf） 

18)  厚生労働省 第 7 次医療計画 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html 

19)  ストレス・災害時こころの情報支援センター 

https://saigai-kokoro.ncnp.go.jp/ 

20)  心理的応急処置（Psychological First Aid : PFA） 

https://saigai-kokoro.ncnp.go.jp/pfa.html  

（WHO 版/ストレス災害時こころの情報支援センター訳） 

*他にも http://www.j-hits.org/psychological/ 

（アメリカ国立 PTSD センター、アメリカ国立子どもトラウマティックストレス・ネットワーク版/ 

兵庫県こころのケアセンター訳）がある。 

21)  日本赤十字社 

http://www.jrc.or.jp/ 
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22)  平成 30 年 5 月 31 日 

社援発 0531 第１号、厚生労働省社会・援護局長通知 

「災害時の福祉支援体制の整備について」 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000209712.pdf 

23)  JRAT（大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会） 

https://www.jrat.jp/ 

24)  災害支援心理士の活動のためのガイドライン（2019） 

    一般社団法人日本臨床心理士会災害支援プロジェクトチーム 

    http://www.jsccp.jp/suggestion/sug/pdf/20191202syusei_gaidorainn%20.pdf 

25)  緊急スクールカウンセラー 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1373180.htm 

26)  JVOAD(認定 NPO 法人 全国災害ボランティア支援団体ネットワーク) 

http://jvoad.jp/ 

27)  KVOAD（特定 NPO 法人くまもと災害ボランティア団体ネットワーク） 

https://www.kvoad.com/ 

28)  HuMA（認定 NPO 法人 災害人道医療支援会） 

http://www.huma.or.jp/ 

29)  特定 NPO 法人 ピースウィンズ・ジャパン 

https://peace-winds.org/ 

30)  災害医療コーディネーター活動要領（2019） 

https://www.jschild.or.jp/wp-content/uploads/2019/02/000478165.pdf 

31)  SPR（Skills for Psychological Recovery） 

アメリカ国立 PTSD センター、アメリカ国立子どもトラウマティックストレス・ネットワーク/ 

兵庫県こころのケアセンター訳 

http://www.j-hits.org/spr/index.html 

32)  公益社団法人 全日本断酒連盟 

https://www.dansyu-renmei.or.jp/ 

33)  アルコホーリクス・アノニマス（Ａ.Ａ） 

https://aajapan.org/ 

34)  大災害後のメンタルヘルス対策―仙台市の経験より（2012） 林みづ穂 

35)  大分県急性期の DPAT 活動マニュアル 大分県被災時の対応（2019） 大分県 

36)  「ひょうご DPAT」活動マニュアル（2015） 兵庫県 

http://www.j-hits.org/dpat/index.html   
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付付録録 
11.. 災災害害にに役役立立つつ情情報報（（関関係係機機関関等等ホホーームムペペーージジ））  

・災害支援ガイドライン ver.2（2016） 

公益社団法人 日本精神保健福祉士協会 

http://www.japsw.or.jp/ugoki/hokokusyo/20160630-guideline2016.html 

・赤十字防災セミナー 災害への備え（2019） 

日本赤十字社 

http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/pdf/d9329144178ae6847e71990cfe2b36b8eb260a73.pdf 

・災害時要援護者対策ガイドライン（2006） 

日本赤十字社 

http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/pdf/saigaikyugo-3_document.pdf 

・災害時のこころのケア（2008） 

日本赤十字社 

http://www.jrc.or.jp/vcms_lf/care2.pdf 

 

・災害対策基本法 

http://www.bousai.go.jp/taisaku/kihonhou/index.html 

・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（精神保健福祉法） 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000123 

・災害救助法 

http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo.html 

・総務省消防庁 地域防災計画データベース 

https://www.fdma.go.jp/bousaikeikaku/ 

 

・全国の精神保健福祉センター一覧 

https://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/mhcenter.html 

・社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

https://www.shakyo.or.jp/index.htm 

・全国保健所長会 

http://www.phcd.jp/ 

 

・熊本県災害時保健活動マニュアル（第二版） 

https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/57241.pdf 
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22.. 本本部部活活動動にに必必要要なな物物品品一一覧覧（（DDPPAATT））  

「DPAT 活動マニュアル ver.2.1」 

https://www.dpat.jp/images/dpat_documents/3.pdf 

区分 品名 数量 備考 

本部設備、備品 机（長机） 4～6 台  

イス 10～12 脚  

ホワイトボード 2～3 台  

ホワイトボードマーカー 10 本 黒、赤、青 

ライティングシート 1 箱 白、透明 

テーブルタップ 5 本  5 口（アース付）以上 

電源プラグ変換器（3P-2P 変換） 2 個  

地図（広域：都道府県地図） 1 冊 A1 サイズ程度 

地図（詳細：市町村地図） 1 冊 A1 サイズ程度 

道路地図 1 冊  

被災地近隣地図 1 冊  

本部通信機器＆ 

記録機器 

モバイルパソコン 5 台  

パソコン用予備バッテリー 3 個  

パソコン用 AC アダプター 1 式  

データカード・Wi-Fi ルーター 1 個  

LAN ケーブル 5 本  

USB メモリースティック 1 本  

コピー機  1 台  

プリンター 1 台  

モバイルプリンター 1 台  

プリンター用ケーブル 1 組  

プリンター用 AC アダプター 1 式  

プリンター用紙 必要数  

プリンターインクカートリッジ  4 組  

FAX  1 台  

固定電話  4 台 受信用 2 台、 

発信用 2 台 

携帯電話 4 台 受信用 2 台、 

発信用 2 台 

携帯電話充電器  4 台  

災害時優先電話   

衛星携帯電話（データ通信対応機種） 2 台  BGAN500・ 

ワイドスターⅡ等 
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区分 品名 数量 備考 

本部通信機器＆ 

記録機器 

衛星携帯電話用予備バッテリー  2 個  

衛星携帯電話用 AC アダプター  1 式  

衛星携帯電話用外部アンテナ 2 台  

衛星携帯電話アンテナ用延長ケーブル 2 本  

衛星携帯電話用パソコン接続ケーブル  2 本 LAN 20m 

モジュラーケーブル 2 本 20m（50m） 

トランシーバー  5 台  可能であれば簡易業

務用無線 

トランシーバー用充電器  5 個  

拡声器  1 台  

デジタルカメラ  1 個  

デジタルカメラ用充電器 1 個  

パソコン接続用ケーブル 1 本  

小型プロジェクター 1 台  

接続ケーブル 1 本  

雑品 電波時計 1 個  

携帯ラジオ 

（可能であればワンセグ TV） 

1 台  

ノート、メモ帳、筆記用具  必要数  

マグネット（ホワイトボード用）  10 個  

ポストイット、付箋  10 セット  

ガムテープ  2 個  

トラテープ  2 個  

はさみ  1 本  

ロープ（10m 程度） 1 本  6mm 程度 

ゴミ袋  30 枚 40ℓ 

ごみ箱 1 箱  
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33.. KK６６（（日日本本語語版版））  

    引用）大野裕他 

「一般人口中の精神疾患の簡便なスクリーニングに関する研究」 

(平成 14 年度厚生労働科学特別研究事業) 

 

過去 30 日の間にどれくらいの頻度で次のことがありましたか 

 00 点点  11 点点  22 点点  33 点点  44 点点  

11  神経過敏に感じましたか 全くない 少しだけ ときどき たいてい いつも 

22  絶望的だと感じましたか 全くない 少しだけ ときどき たいてい いつも 

33  
そわそわ、落ち着かなく感

じましたか 
全くない 少しだけ ときどき たいてい いつも 

44  

気分が沈み込んで、何が

起こっても気が晴れないよ

うに感じましたか 

全くない 少しだけ ときどき たいてい いつも 

55  
何をするにも骨折りだと感

じましたか 
全くない 少しだけ ときどき たいてい いつも 

66  
自分は価値のない人間だ

と感じましたか 
全くない 少しだけ ときどき たいてい いつも 

 

 

合計得点           点    

 

 

合計得点が 9 点以上であれば、うつ病や不安障害の可能性が高いと言えます。 
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44.. PPTTSSDD33 項項目目簡簡易易ススククリリーーニニンンググ  

ストレス災害時こころの情報支援センター 

https://saigai-kokoro.ncnp.go.jp/ptsd3.html 

 

記入日       年    月     日 

あなたの年齢      才       ヶ月 

あなたの性別  女 ・ 男 （○で囲んでください） 

 

ああななたたのの今今ままででのの人人生生のの中中でで、、下下ののよよううななここととははあありりままししたたかか。。当当ててははままるる□□にに✔✔をを入入れれてて下下ささいい  

（（当当ててははままるるももののがが一一つつももなないい場場合合、、以以降降のの回回答答はは不不要要でですす））。。  

  

1 □ 深刻な事故（火事、爆発、自動車、飛行機、船の遭難など） 

2 □ 自然災害 （地震、台風、洪水、津波、土砂災害など） 

3 □ 身体的暴行（殴打、強盗、銃撃、刃物を突きつけられるなど） 

4 □ 性的暴行 （レイプ、レイプ未遂、武器で脅された性的行為など） 

5 □ 生命に関わる病気 （心臓発作、致命的な可能性のあるがんの告知など） 

6 □ 児童虐待 （過剰な殴打、体罰としての監禁、死の恐怖を抱かせる威嚇、 

身近な暴力の目撃、生存が危うくなるような遺棄など） 

7 □ 戦闘体験 

8 □ 監禁、拷問 

9 □ 突然の死の目撃、損傷した遺体の目撃、身近な人の突然の死の知らせ 

10 □ その他 （                                       ） 

 

この 1 ヶ月で最も悩まされているのは何番ですか。         

（一つにだけ✔をつけた場合は、その番号をお書きください） 

 

⇒ それが起こった（始まった）のは何才の頃でしょうか。      才       ヶ月 

 

⇒ （持続的な出来事の場合）それが終わったのは、何才の頃でしょうか。 

     才       ヶ月 
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「「最最もも悩悩ままさされれてていいるる」」出出来来事事ににつついいてて、、過過去去１１ヶヶ月月間間にに、、次次ののよよううななここととははあありりままししたたかか。。  

最最ももよよくく当当ててははままるる番番号号（（００～～３３））にに○○ををつつけけてて下下ささいい。。  

 

望望ままなないいににももかかかかわわららずず、、トトララウウママ的的出出来来事事にに関関すするる考考ええややイイメメーージジがが頭頭にに浮浮かかんんでで動動揺揺ししたた。。  

0 1 2 3 

まったくない、 

もしくは、一度だけあった 

週に 1 回以下／ 

ときどき 

週に 2～4 回／ 

ほぼ半分の時間 

週 5 回以上／ 

ほとんどいつも 

 

 

トトララウウママ的的出出来来事事にに関関すするる不不快快なな夢夢やや悪悪夢夢ををみみたた。。 

0 1 2 3 

まったくない、 

もしくは、一度だけあった 

週に 1 回以下／ 

ときどき 

週に 2～4 回／ 

ほぼ半分の時間 

週 5 回以上／ 

ほとんどいつも 

 

 

トトララウウママ的的出出来来事事ににつついいてて思思いい出出ささせせらられれたたとときき、、生生理理的的なな反反応応をを体体験験ししたた（（たたととええばば、、汗汗ががふふききででたた、、心心臓臓

ががどどききどどききししたた））。。  

0 1 2 3 

まったくない、 

もしくは、一度だけあった 

週に 1 回以下／ 

ときどき 

週に 2～4 回／ 

ほぼ半分の時間 

週 5 回以上／ 

ほとんどいつも 

 

＊＊＊ ご回答いただきありがとうございました ＊＊＊ 

 

国立精神・神経医療研究センター 成人精神保健研究部 

 

 

 

 

出典 A new short version of the Posttraumatic Diagnostic Scale: validity among Japanese adults 

with and without PTSD 

Mariko Itoh, Yuri Ujiie, Nobukazu Nagae, Madoka Niwa, Toshiko Kamo, Mingming Lin, Sayuri 

Hirohata & Yoshiharu Kim European Journal of Psychotraumatology 2017 Sep 5;8(1):1364119 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20008198.2017.1364119 
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55.. ＣＣＡＡＧＧＥＥ（（アアルルココーールル依依存存症症ススククリリーーニニンンググテテスストト））        

 

 

①①飲飲酒酒量量をを減減ららささななけけれればばとと感感じじたたここととががあありりまますすかか？？  

はい いいえ 

 

 

②②人人かからら飲飲酒酒をを非非難難さされれてて気気にに障障っったたここととががあありりまますすかか？？  

はい いいえ 

 

 

③③自自分分のの飲飲酒酒にに後後ろろめめたたささをを感感じじたたここととががあありりまますすかか？？  

はい いいえ 

 

 

④④神神経経をを落落ちち着着かかせせたたりり、、二二日日酔酔いいをを治治すすたためめにに迎迎ええ酒酒ををししたたここととががあありりまますすかか？？  

はい いいえ 

 

 

 

＊上記のうち、2 項目以上あてはまる場合は、アルコール依存症の可能性があります。 

  

53



54 

 

66.. 啓啓発発資資料料  

下記の資料は新型コロナウイルスに関する内容だが、必要に応じて地域住民向けのチラシ等を作成し

日ごろからの啓発に努めることも重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症とと「「こここころろののケケアア」」  

●●年●月●日版 

＜ 感染流行で生じやすい、さまざまな “こころの問題” ＞          
＜ どのようなことに気をつければよいのでしょうか？ ＞                  

＜ 支援や対策に携わる方へ ～無理はしないでください～ ＞       
こちらの情報は●●県精神保健福祉センター ホームページに掲載しています。 

（http://www.●●●●●●●●●●●●●●●●） 

 

●●●●県県精精神神保保健健福福祉祉セセンンタターー  

 感染が拡大する状況では、不安やストレス、恐怖、怒り、興奮、不眠など、こころやからだに様々な変

化が起こりやすいと考えられています。こうした反応は決して特別なものではなく、「誰にでも起こりう

る自然な反応」です。ほとんどの場合は状況が改善することで自然におさまっていきます。 

 ただ、感染流行や行動制限が続くと、こころに疲れがたまりやすくなりますので、以下のことに気を付

けて過ごしましょう。また、こころの不調が続く場合は、無理をせず、当センターやこころのホットライ

ン等に相談してください。 

 １１．．「「こここころろととかかららだだをを健健康康にに保保つつ生生活活」」をを送送りりままししょょうう  

   〇十分な睡眠、バランスの良い食事をとって、規則正しい生活をしましょう。 

   〇メールや電話などで信頼できる友達や家族と話をしましょう。 

   〇人込みを避けた場所での散歩や適度な運動を心がけましょう。 

   〇気持ちを落ち着けつけるためのアルコールやタバコ等の摂取は控えましょう。 

 ２２．．「「正正ししいい情情報報」」をを「「適適切切なな量量」」でで取取りり入入れれままししょょうう  

   〇情報源が明らかな正しい情報と知識を得るようにしましょう（国や自治体で紹介されている

情報を得ることが安全です）。 

   〇さまざまな情報で不安になる時は、テレビやインターネットを見る時間を減らし、情報を取

り入れすぎないようにしましょう。 

 ３３．．デデママ・・偏偏見見・・差差別別ををふふせせぐぐたためめにに  

   〇感染拡大による不安から、しばしば「不正解な噂やデマ」「偏見」「いじめ」が発生すること

があります。情報を発信する時、受け取る時は、ひと呼吸おいて、情報源を確かめるなど正

しいものかどうかチェックしてからにしましょう。 

 多くの支援者の皆様、大変お疲れ様です。 

 活動にあたっては、こまめに休憩を取り、仲間と支え合い、お互いにねぎらい、孤立しないようにして

ください。精神的につらくなってしまったら、上司や信頼できる人に早めに相談しましょう。当センター

でも相談を受けつけます。 
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－
2
－

■
こ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
目
的

　
こ

の
マ

ニ
ュ

ア
ル

は
、

災
害

発
生

後
に

生
じ

る
被

災
者

の
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

の
問

題
に

対
し

て
被

災
自

治
体

の
担

当
者

が
各

災
害

ス
テ

ー
ジ

（
災

害
の

時
期

）
に

お
い

て
ど

の
よ

う
に

ふ
る

ま
え

ば
よ

い
か

最
低

限
の

活
動

を
知

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
い

ま
す

。
そ

こ
で

、

災
害

時
期

に
よ

っ
て

都
道

府
県

主
管

課
（

主
に

精
神

保
健

福
祉

担
当

課
）
、

精
神

保
健

福

祉
セ

ン
タ

ー
、

保
健

所
、

市
町

村
ご

と
に

必
要

な
活

動
の

要
点

を
掲

載
し

て
い

ま
す

。
な

お
、

平
時

の
学

習
や

詳
細

ポ
イ

ン
ト

の
確

認
は

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

ロ
ン

グ
バ

ー
ジ

ョ
ン

を
ご

参
照

く
だ

さ
い

。

■
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
使
い
方

　
ま

ず
、

現
在

の
災

害
ス

テ
ー

ジ
と

、
支

援
対

象
者

、
連

携
す

る
支

援
組

織
を

確
認

し
ま

し
ょ

う
。

次
に

、
災

害
時

期
に

お
け

る
各

組
織

の
全

体
的

な
動

き
を

把
握

し
ま

し
ょ

う
。

最
後

に
組

織
別

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

を
参

照
し

て
、

自
身

の
組

織
が

現
在

の
災

害
時

期
に

行
う

べ
き

活
動

を
実

施
し

ま
し

ょ
う

。
実

施
出

来
た

ら
チ

ェ
ッ

ク
を

し
て

く
だ

さ
い

。

■
災
害
で
生
じ
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
問
題

　
災

害
が

起
き

る
と

、
急

性
期

に
は

被
災

者
に
不
安
、
不
眠
、
パ
ニ
ッ
ク

が
生

じ
ま

す
。

建
物

の
損

壊
や

ラ
イ

フ
ラ

イ
ン

被
害

等
の

た
め

に
、

病
院

の
病

棟
機

能
の

維
持

が
困

難
と

な
っ

て
い

れ
ば

、
早

急
に

入
院

患
者

を
他

の
医

療
施

設
に

搬
送

し
な

け
れ

ば
な

り
ま

せ

ん
。

ま
た

受
診

や
服

薬
が

困
難

と
な

る
た

め
、
統
合
失
調
症

な
ど

の
患

者
の

精
神

症
状

が

悪
化

す
る

リ
ス

ク
が

高
ま

り
ま

す
。

中
期

・
長

期
に

は
、

復
興

、
被

災
状

況
の

格
差

な
ど

を
背

景
に

、
う
つ
病
、
P
T
S
D
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
、
自
殺
企
図

が
生

じ
や

す
く

な
り

ま
す

。

被
災

者
の

心
理

の
時

間
的

経
過

は
、

図
1

の
よ

う
な

経
過

を
た

ど
り

ま
す

。

* 
 図

1
の

詳
細

に
つ

い
て

は
、「

自
治

体
の

災
害

時
精

神
保

健
医

療
福

祉
マ

ニ
ュ

ア
ル

（
ロ

ン
グ

バ
ー

ジ
ョ

ン
）
」

内
を

参
照

し
て

く
だ

さ
い

。
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図
1

．
 被

災
者

の
心

理
の

時
間

的
経

過
（

外
傷

ス
ト

レ
ス

関
連

障
害

に
関

す
る

研
究

会
　

金
吉

晴
「

心

的
ト

ラ
ウ

マ
の

理
解

と
ケ

ア
」

（
2

0
0

6
）

3
）

よ
り

改
変

）

■
支
援
活
動

　
立
ち
上
げ
期
に
は
支
援
本
部
の
立
ち
上
げ
と
支
援
要
請
、
公
的
支
援
組
織
と
連
携
し
た

精
神
医
療
支
援
を
要
し
ま
す
。
中
期
・
長
期
に
は
、
被
災
地
域
の
支
援
者
を
中
心
に
個
別

訪
問
、
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
、
心
理
教
育
等
の
精
神
保
健
活
動
を
要
し
ま
す
。

■
災
害
時
期
の
ニ
ー
ズ
と
各
組
織
が
使
用
す
る
名
称
・
定
義

表
1

．
関

係
機

関
の

支
援

に
応

じ
た

災
害

ス
テ

ー
ジ

の
呼

称
の

違
い

期
間

平
時

～
4

8
時

間
～

1
か

⽉
～

数
か

⽉
～

数
年

災
害

時
期

平
時

超
急

性
期

急
性

期
中

期
復

興
期

支
援

団
体

立
ち

上
げ

期
活

動
期

移
行

期
撤

収
期

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
期

自
治

体
初

動
期

緊
急

対
応

期

応
急

対
応

前
期

応
急

対
応

後
期

復
興

復
旧

期
復

興
支

援
期

本
マ

ニ
ュ

ア
ル

の

災
害

ス
テ

ー
ジ

準
備

期

（
ス

テ
ー

ジ
0

）

立
ち

上
げ

期

（
ス

テ
ー

ジ
1

）

活
動

期

（
ス

テ
ー

ジ
2

）

移
行

期

（
ス

テ
ー

ジ
3

）

中
期

（
ス

テ
ー

ジ
4

）

⻑
期

（
ス

テ
ー

ジ
5

）

本
マ

ニ
ュ

ア
ル

の

災
害

ス
テ

ー
ジ

に

対
応

す
る

期
間

*

発
災

前
発

災
～

概
ね

3
⽇

後
ま

で

概
ね

発
災

4
⽇

後

～
3

週
間

目
ま

で

概
ね

発
災

3
週

間

～
1

カ
⽉

目
ま

で

概
ね

2
カ

⽉
目

以
降

概
ね

1
年

以
降

*「
本
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
災
害
ス
テ
ー
ジ
に
対
応
す
る
期
間
」
は
目
安
で
あ
り
、
災
害
の
規
模
や
種
類
に
よ
っ

て
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

－
4
－

精
神
保
健
医
療
福
祉
ニ
ー
ズ

時
間

精
神
保
健
医
療
福
祉
ニ
ー
ズ

精
神
保
健
医
療
福
祉
機
能
低
下

精
神
保
健
医
療
福
祉
機
能
低
下

必
要
な
支
援
規
模

準
備
期

立
ち
上
げ

期
活
動
期

移
行
期

中
期

長
期

発
災

図
2
．
災
害
時
の
精
神
保
健
医
療
福
祉
ニ
ー
ズ
と
必
要
な
支
援
規
模
（
自
治
体
視
点
）

　
表

1
に

本
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
災

害
ス

テ
ー

ジ
の

定
義

、
並

び
に

支
援

団
体

、
自

治
体

が
使

用
す

る
ス

テ
ー

ジ
の

名
称

が
載

せ
て

あ
り

ま
す

。
図

2
で

は
、

災
害

後
の

精
神

保
健

医
療

福
祉

ニ
ー

ズ
を

曲
線

で
示

し
て

あ
り

ま
す

。
縦

線
両

方
向

矢
印

が
そ

の
時

期
に

必
要

な
支

援
の

規
模

を
表

し
て

い
ま

す
。

立
ち

上
げ

期
か

ら
活

動
期

に
か

け
て

は
、

精
神

保
健

医
療

福
祉

ニ
ー

ズ
が

最
大

と
な

り
、

被
災

地
の

精
神

保
健

医
療

福
祉

機
能

が
最

も
低

下
す

る
た

め
、

最
大

の
支

援
投

入
が

必
要

と
な

り
、

外
部

支
援

の
役

割
が

大
き

く
な

り
ま

す
。

そ
の

後
、

精
神

保
健

医
療

福
祉

ニ
ー

ズ
が

減
少

し
て

も
、

平
時

の
キ

ャ
パ

シ
テ

ィ
が

大
き

く
な

く
、

精
神

保
健

医
療

福
祉

機
能

の
回

復
が

十
分

で
な

い
た

め
、

地
域

の
支

援
団

体
等

で
不

足
し

た
機

能
を

補
完

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

■
災
害
時
に
連
携
す
る
支
援
組
織

　
災

害
時

の
こ

こ
ろ

の
ケ

ア
に

は
、

被
災

し
た

全
て

の
人

を
対

象
に

行
う

こ
こ

ろ
の

健
康

（
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

）
へ

の
働

き
か

け
を

意
味

す
る

M
H

P
S
S
（

精
神

保
健

及
び

心
理

社

会
的

支
援

：
M

en
ta

l 
h
ea

lt
h
 a

n
d
 P

sy
ch

os
oc

ia
l 
S
u
p
p
or

t）
の

考
え

方
を

知
っ

て
お

く

こ
と

が
役

に
立

ち
ま

す
。

M
H

P
S
S

は
衣

食
住

な
ど

の
「

基
本

的
支

援
と

安
全

（
レ

ベ
ル

1）
」、

「
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
及

び
家

庭
の

支
援

（
レ

ベ
ル

2）
」、

「
よ

り
支

援
を

必
要

と
し

て

い
る

人
へ

の
支

援
（

レ
ベ

ル
3）

」、
専

門
家

に
よ

る
治

療
を

含
む

「
専

門
的

支
援

（
レ

ベ
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－
5
－

ル
4
）
」
ま
で
を
含
み
ま
す
。
支
援
活
動
を
行
う
組
織
が
互
い
に
、「
ど
の
組
織
が
（
W
h
o
）
、

い
つ
（
W
h
e
n
）
、
ど
こ
で
（
W
h
e
re
）
、
何
を
し
て
い
る
の
か
（
W
h
a
t）
（
4
つ
の
W
）
」

を
把
握
す
る
こ
と
は
効
率
的
な
連
携
に
つ
な
が
り
ま
す
。
調
整
会
議
の
際
に
、
図
3
の
つ

な
ぎ
マ
ッ
プ
を
貼
っ
て
お
き
各
支
援
組
織
の
支
援
内
容
に
沿
っ
て
、
組
織
情
報
を
記
入
す

る
と
い
っ
た
使
い
方
が
で
き
ま
す
。

衣
食
住
、
基
本
的
医
療
等

の
生
き
て
い
く
た
め
に
必

要
な
基
本
的
ニ
ー
ズ
に
関

す
る
支
援

社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
活

性
化
を
含
む
、
地
域
や
家
庭

と
の
つ
な
が
り
を
強
め
る
た

め
の
支
援
や
場
づ
く
り

M
H
P
S
S
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を

受
け
た
者
及
び
保
健
・
医
療
・

福
祉
等
の
生
活
支
援
に
携
わ

る
者
か
ら
の
支
援

精
神
科
医
、
看
護
師
、
心
理
師
、

精
神
保
健
福
祉
士
等
の
精
神
の

専
門
家
に
よ
る
支
援

レ
ベ
ル
1

基
本
的
支
援
と
安
全

レ
ベ
ル
2

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

及
び

家
庭
の
支
援

レ
ベ
ル
3

よ
り
支
援
を
必
要
と

し
て
い
る
人
へ
の

支
援

レ
ベ
ル
4

専
門
的

支
援

N
G
O
/
N
P
O

■
難
民
を
助
け
る
会

■
H
u
M
A

■
ピ
ー
ス
ボ
ー
ト

■
国
境
な
き
医
師
団

■
ピ
ー
ス
ウ
ィ
ン

ズ
・
ジ
ャ
パ
ン

■
J
D
A
-D
A
T

■
臨
床
心
理
士
会

■
公
認
心
理
師
会

■
J
M
A
T

■
J
R
A
T

D
M
A
T

日
本
赤
十
字
社

■
市
町
村

■
都
道
府
県

■
日
本
赤
十
字
社

心
の
ケ
ア
チ
ー
ム

■
D
P
A
T

■
地
域
の
精
神
科
医

療
法
人
・
施
設

■
精
神
保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー

■
こ
こ
ろ
の
ケ
ア

セ
ン
タ
ー

■
グ
ッ
ド
ネ
イ
バ
ー

ズ
・
ジ
ャ
パ
ン

■
セ
ー
ブ
・
ザ
・
チ

ル
ド
レ
ン

■
プ
ラ
ン
・
イ
ン

タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・

ジ
ャ
パ
ン

■
シ
ャ
ン
テ
ィ

■
ワ
ー
ル
ド
・
ビ

ジ
ョ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン

注
：
災
害
の
規
模
や
組
織
の
方
針
に
よ
り
ど
の
レ

ベ
ル
の
支
援
を
行
う
か
は
流
動
的
。

■
H
u
M
A
：
災
害
人
道
医
療
支
援
会

■
J
D
A
-D
A
T
：
日
本
栄
養
士
会
災
害
支
援
チ
ー
ム

■
J
R
A
T
：
大
規
模
災
害
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
支
援

関
連
団
体
協
議
会

■
D
M
A
T
：
災
害
派
遣
医
療
チ
ー
ム

■
D
P
A
T
：
災
害
派
遣
精
神
医
療
チ
ー
ム

学
会
組
織

医
療
組
織

行
政
組
織

図
3
．
つ
な
ぎ
マ
ッ
プ
と
M
H
P
S
S
の
各
支
援
レ
ベ
ル
に
お
け
る
支
援
団
体
・
組
織
の
例

*
図
3
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、「
自
治
体
の
災
害
時
精
神
保
健
福
祉
医
療
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
ロ
ン
グ
バ
ー
ジ
ョ

ン
）
」
内
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

全
国
保
健
所
長
会

全
国
の
保
健
所
の
保
健
所
⻑
を
も
っ
て
組
織
し
、
保
健
所
の
進
展
と
相
互
連
携

を
図
り
、
公
衆
衛
生
の
向
上
も
目
的
と
す
る
組
織
。
D
H
E
AT
（
災
害
時
健
康
危

機
管
理
支
援
チ
ー
ム
）
の
情
報
も
載
っ
て
い
ま
す
。

参
照
：
h
tt
p
:/
/w
w
w
.p
h
cd
.j
p
/

実
災
害
時
に
役
立
つ
サ
イ
ト
①
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活
動

期
（

O
p

e
ra

ti
o

n
s）

（
ス

テ
ー

ジ
2

：
概

ね
発

災
4

⽇
後

か
ら

3
週

間
目

ま
で

）
移

行
期

（
T

ra
n

si
ti

o
n

）
（

ス
テ

ー
ジ

3
：

概
ね

発
災

3
週

間
か

ら
1

か
⽉

目
ま

で
）

・
 保

健
医

療
調

整
本

部
と

地
域

保
健

医
療

調
整

本
部

（
保

健
所

）と
の

連
携

体
制

に
よ

る
活

動
・

 外
部

支
援

団
体

の
派

遣
調

整
（

都
道

府
県

等
D

P
A

T
を

含
む

）
・

 地
域

保
健

医
療

調
整

本
部

と
の

情
報

の
共

有
化

、
連

携
・

 他
都

道
府

県
の

担
当

課
と

の
調

整
・

 精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

と
連

携
・

 精
神

保
健

医
療

福
祉

の
状

況
に

つ
い

て
情

報
発

信
（

地
域

、
関

係
機

関
と

の
共

有
化

）

・
 移

行
時

期
の

検
討

・
 撤

収
プ

ラ
ン

の
計

画
・

 撤
収

合
議

体
の

主
催

・
 中

期
、

⻑
期

に
行

う
支

援
活

動
内

容
の

計
画

・
都

道
府

県
主

管
課

（
主

に
精

神
保

健
福

祉
担

当
課

）
と

連
携

・
 調

整
本

部
の

支
援

や
都

道
府

県
内

の
精

神
保

健
医

療
の

被
災

状
況

に
関

す
る

情
報

収
集

・
 被

災
住

民
へ

の
こ

こ
ろ

の
相

談
電

話
の

開
設

、
こ

こ
ろ

の
ケ

ア
の

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

等
資

材
の

提
供

や
普

及
啓

発
活

動
の

展
開

・
支

援
者

支
援

・
 移

行
時

期
の

検
討

・
 撤

収
合

議
体

へ
の

参
加

・
 撤

収
プ

ラ
ン

の
計

画
・

 支
援

者
支

援

・
被

災
状

況
、

精
神

保
健

医
療

ニ
ー

ズ
の

把
握

・
 都

道
府

県
保

健
医

療
調

整
本

部
、

市
町

村
、

D
P

A
T

を
含

む
外

部
支

援
団

体
の

活
動

の
調

整
や

支
援

（
情

報
共

有
化

、
活

動
支

援
）

・
D

P
A

T
調

整
本

部
へ

の
D

P
A

T
派

遣
要

請
報

告
・

D
P

A
T

活
動

の
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
ト

・
支

援
者

支
援

・
市

町
村

の
関

連
団

体
の

活
動

状
況

の
把

握
・

精
神

障
害

者
の

治
療

継
続

支
援

・
精

神
科

救
急

の
当

番
病

院
の

再
調

整
・

措
置

入
院

対
応

・
ア

ル
コ

ー
ル

依
存

症
者

へ
の

断
酒

継
続

支
援

・
被

災
状

況
、

精
神

保
健

医
療

ニ
ー

ズ
の

把
握

と
対

応
・

住
民

に
対

す
る

こ
こ

ろ
の

健
康

に
係

る
普

及
啓

発

・
 移

行
時

期
の

検
討

・
 撤

収
プ

ラ
ン

の
計

画
・

 撤
収

合
議

体
へ

の
参

加
・

 地
域

保
健

医
療

福
祉

体
制

の
ア

セ
ス

メ
ン

ト
・

 支
援

者
支

援
・

 医
療

機
関

の
再

稼
働

状
況

の
確

認
・

 こ
こ

ろ
の

ケ
ア

の
応

援
体

制
の

検
討

・
 管

内
関

係
機

関
と

の
連

携
（

連
絡

会
議

等
の

開
催

等
）

・
 精

神
科

医
療

機
関

や
精

神
保

健
福

祉
施

設
等

の
復

旧
状

況
の

把
握

・
 避

難
所

の
管

理
、

運
営

・
 支

援
ニ

ー
ズ

の
把

握
・

 保
健

所
、

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

と
連

携
・

 他
の

支
援

チ
ー

ム
と

の
調

整
・

 避
難

所
の

健
康

相
談

及
び

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
不

調
者

の
ス

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

の
実

施
・

 精
神

障
害

者
、

独
居

高
齢

者
、

生
活

困
窮

者
の

現
況

把
握

・
 D

P
A

T
の

必
要

性
の

検
討

、
保

健
所

へ
の

派
遣

要
請

・
 住

民
に

対
す

る
こ

こ
ろ

の
健

康
の

普
及

啓
発

・
 移

行
時

期
の

検
討

・
 撤

収
プ

ラ
ン

の
計

画
・

 避
難

所
縮

小
計

画
・

 避
難

所
数

、
避

難
人

数
、

支
援

ニ
ー

ズ
の

ア
セ

ス
メ

ン
ト

・
 仮

設
住

宅
の

巡
回

相
談

及
び

仮
設

住
宅

サ
ロ

ン
な

ど
の

交
流

の
場

の
提

供

・
 活

動
拠

点
本

部
に

て
担

当
者

に
挨

拶
・

 当
⽇

の
活

動
内

容
に

つ
い

て
避

難
所

の
担

当
者

や
保

健
師

に
確

認
・

 被
災

地
で

の
精

神
科

医
療

の
提

供
（

ト
リ

ー
ト

メ
ン

ト
：

診
察

、
処

方
）

・
 被

災
地

で
の

精
神

医
療

活
動

（
ト

リ
ア

ー
ジ

、
ケ

ー
ス

ワ
ー

ク
）

・
 被

災
し

た
医

療
機

関
へ

の
専

門
的

支
援（

個
別

搬
送

や
病

院
避

難
へ

の
対

応
）

・
 移

行
時

期
の

検
討

・
 撤

収
プ

ラ
ン

の
計

画
・

 支
援

ニ
ー

ズ
の

ア
セ

ス
メ

ン
ト

・
 支

援
者

支
援

に
関

す
る

助
言

・
 D

M
A

T
、

JM
A

T
、

JR
A

T
、

⽇
赤

、
D

H
E

A
T

、
そ

の
他

の
職

能
団

体
・

 D
H

E
A

T
、

⽇
赤

、
そ

の
他

の
職

能
団

体

－
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表
2

．
災

害
支

援
時

期
に

お
け

る
各

組
織

の
動

き
の

全
体

像

準
備

期
（

P
re

p
a

re
d

n
e

ss
）

（
ス

テ
ー

ジ
0

：
発

災
前

）
立

ち
上

げ
期

（
A

ct
iv

at
io

n
）

（
ス

テ
ー

ジ
1

：
発

災
か

ら
概

ね
3

⽇
後

ま
で

）

都
道

府
県

主
管

課
（

主
に

精
神

保
健

福
祉

担
当

課
）

・
 都

道
府

県
地

域
防

災
計

画
へ

の
保

健
医

療
調

整
本

部
、

D
H

E
AT

等
外

部
支

援
団

体
（

D
P

AT
を

含
む

）
の

位
置

づ
け

・
都

道
府

県
等

の
平

時
に

お
け

る
精

神
保

健
医

療
福

祉
体

制
の

課
題

を
整

理
・

D
P

AT
派

遣
－

支
援

を
受

け
る

体
制

に
つ

い
て

の
会

議
の

開
催

・
都

道
府

県
D

P
AT

研
修

会
の

企
画

、
運

営
・

保
健

医
療

調
整

本
部

の
構

成
員

と
し

て
の

体
制

整
備

・
地

域
防

災
計

画
よ

り
想

定
さ

れ
る

災
害

の
規

模
や

被
害

状
況

の
把

握
・

都
道

府
県

等
D

P
AT

活
動

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

策
定

・
広

域
災

害
医

療
情

報
シ

ス
テ

ム
（

E
M

IS
）

入
力

等
の

訓
練

・
災

害
医

療
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
の

確
認

・
市

町
村

へ
の

D
P

AT
の

周
知

・
 都

道
府

県
災

害
対

策
本

部
、

保
健

医
療

調
整

本
部

の
立

ち
上

げ
・

 保
健

医
療

調
整

本
部

と
地

域
保

健
医

療
調

整
本

部
（

保
健

所
）

と
の

連
携

体
制

の
構

築
・

 災
害

医
療

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
や

外
部

支
援

団
体

と
の

連
携

体
制

の
構

築
・

 被
災

状
況

の
確

認
と

情
報

の
共

有
化

（
保

健
医

療
調

整
本

部
、

外
部

支
援

団
体

）
・

 外
部

支
援

団
体

（
D

P
AT

を
含

む
）

の
派

遣
要

請
・

 D
P

AT
を

含
む

外
部

支
援

団
体

の
派

遣
調

整
・

 D
P

AT
調

整
本

部
、

活
動

拠
点

本
部

の
立

ち
上

げ

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

・
都

道
府

県
等

の
平

時
に

お
け

る
精

神
保

健
医

療
福

祉
体

制
の

課
題

を
整

理
・

D
P

AT
統

括
研

修
、

訓
練

を
受

講
・

 D
P

AT
等

外
部

支
援

を
受

け
る

た
め

の
方

法
を

計
画

（
災

害
時

の
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

に
つ

い
て

の
研

修
を

行
い

支
援

者
の

ス
キ

ル
ア

ッ
プ

を
図

る
等

）
・

 災
害

時
の

精
神

保
健

医
療

福
祉

に
関

す
る

研
修

（
災

害
時

の
精

神
保

健
医

療
対

策
や

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
に

関
す

る
全

県
的

な
研

修
等

）

・
 D

P
AT

調
整

本
部

、
活

動
拠

点
本

部
の

立
ち

上
げ

も
し

く
は

支
援

・
 D

P
AT

統
括

と
し

て
保

健
医

療
調

整
本

部
と

の
連

携
確

認
・

 精
神

科
医

療
機

関
の

被
災

状
況

の
と

り
ま

と
め

保
健

所

・
 保

健
所

管
内

（
あ

る
い

は
2

次
医

療
圏

内
）

に
お

け
る

平
時

の
精

神
保

健
医

療
福

祉
体

制
の

課
題

を
整

理
・

 精
神

障
害

者
台

帳
、

相
談

記
録

票
、

精
神

保
健

及
び

精
神

障
害

者
福

祉
に

関
す

る
法

律
事

務
処

理
要

領
等

の
整

備
・

 D
P

AT
を

含
む

外
部

支
援

団
体

の
支

援
を

受
け

入
れ

る
体

制
の

整
備

・
訓

練
。

そ
れ

ら
を

含
め

た
有

事
の

体
制

の
整

備
・

 保
健

所
管

内
（

あ
る

い
は

2
次

医
療

圏
内

）
の

市
町

村
や

医
療

機
関

等
関

係
機

関
と

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
整

備
、

強
化

・
関

係
機

関
と

の
連

携
、

連
絡

会
議

の
開

催
・

市
町

村
、

医
師

会
を

含
む

関
係

機
関

団
体

と
の

教
育

研
修

及
び

訓
練

・
 保

健
所

管
内

（
あ

る
い

は
2

次
医

療
圏

内
）

の
、

精
神

保
健

福
祉

支
援

体
制

の
課

題
を

整
理

・
 管

内
の

D
P

AT
の

な
い

精
神

科
病

院
と

、
D

P
AT

の
あ

る
精

神
科

病
院

と
の

訓
練

・
P

FA
(P

sy
ch

o
lo

g
ic

a
l F

ir
st

 A
id

)
の

理
解

と
普

及
・

精
神

障
害

者
自

身
が

自
分

自
身

を
守

る
力

を
向

上
さ

せ
る

働
き

か
け

・
地

域
防

災
計

画
の

確
認

・
保

健
所

の
災

害
時

精
神

医
療

供
給

体
制

の
確

認
・

所
内

に
お

け
る

各
担

当
の

役
割

分
担

の
明

確
化

・
住

民
に

対
す

る
災

害
時

の
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

知
識

の
普

及
啓

発

・
 庁

舎
参

集
（

庁
舎

の
被

災
状

況
確

認
、

職
員

の
安

否
確

認
）

・
 地

域
の

保
健

医
療

活
動

の
拠

点
（

地
域

保
健

医
療

調
整

本
部

の
設

置
）

・
 地

域
災

害
医

療
連

絡
調

整
会

議
と

の
連

携
・

 市
町

村
の

医
療

救
護

活
動

、
避

難
所

運
営

支
援

・
 被

災
状

況
、

精
神

保
健

ニ
ー

ズ
、

市
町

村
の

活
動

状
況

の
把

握
・

 医
療

機
関

の
状

況
把

握
・

 情
報

収
集

、
発

信
、

共
有

の
仕

組
み

の
確

立
・

 管
内

市
町

村
や

精
神

科
医

療
機

関
等

の
被

災
状

況
の

確
認

・
 措

置
入

院
患

者
の

状
況

把
握

、
対

応
・

 D
H

E
AT

の
支

援
を

受
け

て
外

部
支

援
団

体
（

D
P

AT
を

含
む

）
の

受
け

入
れ

調
整

・
 人

的
支

援
の

要
請

及
び

調
整

・
 避

難
所

住
民

に
係

る
情

報
収

集
・

 医
療

機
関

の
被

災
状

況
の

情
報

収
集

・
 必

要
に

応
じ

た
圏

域
内

の
精

神
科

病
院

の
転

院
調

整

市
町

村

・
災

害
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

に
つ

い
て

の
理

解
・

地
域

防
災

計
画

へ
の

D
P

AT
の

記
載

・
災

害
派

遣
に

関
わ

る
域

内
精

神
科

病
院

と
の

共
同

訓
練

を
検

討
す

る
・

 外
部

支
援

チ
ー

ム
の

派
遣

依
頼

、
支

援
受

け
入

れ
に

関
す

る
方

法
等

を
計

画
・

研
修

等
に

参
加

し
、

こ
こ

ろ
の

ケ
ア

に
つ

い
て

の
知

識
と

技
術

の
取

得
・

住
民

に
対

す
る

災
害

時
の

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
知

識
の

普
及

啓
発

・
避

難
行

動
要

支
援

者
台

帳
の

整
理

・
 庁

舎
参

集
（

庁
舎

の
被

災
状

況
確

認
、

職
員

の
安

否
確

認
）

・
 市

町
村

災
害

対
策

本
部

の
立

ち
上

げ
・

 地
域

保
健

医
療

調
整

本
部

と
の

連
携

体
制

の
構

築
・

 避
難

所
及

び
医

療
救

護
所

の
設

置
・

 障
害

者
施

設
、

医
療

関
係

施
設

等
の

被
災

状
況

の
情

報
収

集
・

 外
部

支
援

団
体

（
D

P
AT

を
含

む
）

の
受

け
入

れ
→

調
整

は
保

健
所

と
協

議
・

 医
療

救
護

所
、

避
難

所
の

設
置

・
運

営
の

開
始

D
P

AT

・
 隊

員
の

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

（
統

括
者

・
都

道
府

県
等

担
当

者
研

修
会

、
先

遣
隊

研
修

会
等

）
・

都
道

府
県

等
、

精
神

科
医

療
機

関
の

情
報

集
約

・
都

道
府

県
等

の
平

時
の

精
神

保
健

医
療

体
制

の
課

題
を

整
理

・
 D

P
AT

都
道

府
県

調
整

本
部

、
D

P
AT

活
動

拠
点

本
部

の
設

置
に

つ
い

て
検

討
・

本
部

、
隊

の
資

器
材

の
確

保

・
 D

P
AT

調
整

本
部

、
活

動
拠

点
本

部
の

立
ち

上
げ

支
援

・
 都

道
府

県
主

管
課

（
主

に
精

神
保

健
福

祉
担

当
課

）
と

連
携

開
始

・
 精

神
科

医
療

機
関

の
被

災
情

報
収

集

そ
の

他
・

 災
害

拠
点

病
院

：
活

動
拠

点
本

部
の

設
置

に
協

力
・

 精
神

科
病

院
協

会
：

精
神

科
病

院
被

災
状

況
の

把
握

中
期

（
M

id
T

im
e

）
（

ス
テ

ー
ジ

4
：

概
ね

2
か

⽉
目

以
降

）
⻑

期
（

Lo
n

g
te

rm
）

（
ス

テ
ー

ジ
5

：
概

ね
1

年
以

降
）

・
 中

期
、

⻑
期

に
行

う
支

援
活

動
内

容
の

計
画

・
 平

時
の

業
務

へ
の

移
行

・
 フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

事
業

の
把

握
・

 災
害

関
連

の
精

神
保

健
案

件
を

デ
ー

タ
化

・
 災

害
対

応
の

ま
と

め
、

報
告

・
 精

神
保

健
福

祉
に

関
す

る
相

談
、

助
言

・
 被

災
者

支
援

に
関

す
る

統
括

・
 支

援
者

支
援

・
 支

援
者

ス
キ

ル
ア

ッ
プ

の
た

め
の

研
修

・
 平

時
の

業
務

へ
の

移
行

・
 精

神
保

健
福

祉
に

関
す

る
相

談
・

助
言

・
 支

援
者

支
援

・
 被

災
者

支
援

に
関

す
る

統
括

・
 被

災
地

に
お

け
る

現
状

を
把

握

・
 フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

体
制

の
確

立
・

 災
害

時
の

診
療

記
録

の
管

理
と

保
存

・
 支

援
者

支
援

・
 管

内
市

町
村

で
の

こ
こ

ろ
の

ケ
ア

状
況

把
握

及
び

支
援

計
画

・
 平

時
の

業
務

の
再

開
及

び
再

構
築

・
 D

P
AT

支
援

終
結

の
検

討

・
 平

時
の

業
務

へ
の

移
行

・
 災

害
関

連
の

精
神

保
健

案
件

へ
の

対
応

に
つ

い
て

の
市

町
村

担
当

課
へ

の
支

援
・

 支
援

者
支

援
・

 中
⻑

期
的

な
対

応
が

必
要

と
な

る
地

域
課

題
の

抽
出

と
そ

の
対

応
策

の
検

討

・
D

P
AT

か
ら

連
携

を
受

け
た

ケ
ー

ス
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
・

平
時

の
業

務
の

再
開

及
び

再
構

築
・

D
P

AT
支

援
終

結
の

検
討

・
 障

害
者

、
独

居
高

齢
者

、
母

子
、

児
童

等
へ

の
ア

ウ
ト

リ
ー

チ
活

動

・
 平

時
の

業
務

へ
の

移
行

・
 災

害
関

連
の

精
神

保
健

案
件

へ
の

対
応

・
 D

P
AT

活
動

以
降

の
要

⻑
期

支
援

ケ
ー

ス
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
・

 精
神

保
健

福
祉

の
補

完
・

 ア
ウ

ト
リ

ー
チ

チ
ー

ム
を

発
足

し
支

援
活

動
を

継
続

・
 被

災
者

の
精

神
保

健
福

祉
ニ

ー
ズ

に
関

す
る

調
査

・
 カ

ル
テ

の
情

報
共

有
、

申
し

送
り

、
電

子
診

療
記

録
等

の
デ

ー
タ

引
き

継
ぎ

、
患

者
の

引
き

渡
し

・
 被

災
地

域
の

支
援

者
に

対
し

て
、

支
援

活
動

と
事

例
に

つ
い

て
の

検
討

や
連

携
を

段
階

的
に

行
う

・
 現

地
の

ニ
ー

ズ
に

合
わ

せ
て

終
結

後
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
体

制
も

検
討

・
 支

援
者

支
援

に
関

す
る

助
言

・
 被

災
地

か
ら

依
頼

が
あ

れ
ば

助
言

を
行

う
・

 支
援

者
支

援
に

関
す

る
助

言
・

 災
害

対
応

の
レ

ビ
ュ

ー
と

教
訓

化

・
 地

域
精

神
医

療
機

関
：

D
P

AT
対

応
患

者
の

対
応

・
連

携
・

 こ
こ

ろ
の

ケ
ア

セ
ン

タ
ー

、
地

域
支

え
合

い
セ

ン
タ

ー
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－
9
－

■
時
期
に
応
じ
た
各
組
織
の
活
動
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

発
災

日
時

：
　

　
　

　
　

年
　

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

（
　

　
　

　
：

　
　

　
）

【
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

の
ポ

イ
ン

ト
】

　
各

部
署

が
災

害
の

時
期

ご
と

に
行

う
対

応
に

つ
い

て
記

載
さ

れ
て

い
ま

す
。

各
時

期
と

各
組

織
の

役
割

に
沿

っ
て

業
務

内
容

が
記

載
さ

れ
て

い
ま

す
の

で
、

内
容

を
確

認
し

て
、

対
応

が
完

了
し

て
い

る
項

目
に

つ
い

て
は

“
対

応
済

”
に

チ
ェ

ッ
ク

を
入

れ
て

く
だ

さ
い

。

ま
た

、
準

備
期

（
平

時
）

に
記

載
さ

れ
て

い
る

業
務

内
容

は
、

平
時

に
対

応
を

済
ま

せ
て

お
き

ま
し

ょ
う

。

* 
災

害
時

の
精

神
保

健
医

療
福

祉
体

制
や

機
能

は
各

地
域

自
治

体
に

よ
っ

て
様

々
な

の
で

、
地

域
の

現
状

に
よ

っ
て

適
宜

改
変

の
う

え
ご

活
用

く
だ

さ
い

。

－
1
0
－

①
都
道
府
県
主
管
課
（
主
に
精
神
保
健
担
当
課
）

準
備

期
（

ス
テ

ー
ジ

0
：

発
災

前
）

業
務

内
容

対
応

済
対

応
⽇

・
 都

道
府

県
地

域
防

災
計

画
へ

の
保

健
医

療
調

整
本

部
、

D
H

E
A

T
等

外
部

支
援

団
体

（
D

P
A

T
を

含
む

）
の

位
置

づ
け

□
/

・
都

道
府

県
等

の
平

時
に

お
け

る
精

神
保

健
医

療
福

祉
体

制
の

課
題

を
整

理
□

/

・
D

P
A

T
派

遣
－

支
援

を
受

け
る

体
制

に
つ

い
て

の
会

議
の

開
催

□
/

・
都

道
府

県
D

P
A

T
研

修
会

の
企

画
、

運
営

□
/

・
保

健
医

療
調

整
本

部
の

構
成

員
と

し
て

の
体

制
整

備
□

/

・
地

域
防

災
計

画
よ

り
想

定
さ

れ
る

災
害

の
規

模
や

被
害

状
況

の
把

握
□

/

・
都

道
府

県
等

D
P

A
T

活
動

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

策
定

□
/

・
広

域
災

害
医

療
情

報
シ

ス
テ

ム
（

E
M

IS
）

入
力

等
の

訓
練

□
/

・
災

害
医

療
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
の

確
認

□
/

・
市

町
村

へ
の

D
P

A
T

の
周

知
□

/

立
ち

上
げ

期
（

ス
テ

ー
ジ

1
：

発
災

か
ら

概
ね

3
⽇

後
ま

で
）

業
務

内
容

対
応

済
対

応
⽇

・
都

道
府

県
災

害
対

策
本

部
、

保
健

医
療

調
整

本
部

の
立

ち
上

げ
□

/

・
保

健
医

療
調

整
本

部
と

地
域

保
健

医
療

調
整

本
部

（
保

健
所

）
と

の
連

携
体

制
の

構
築

□
/

・
災

害
医

療
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

や
外

部
支

援
団

体
と

の
連

携
体

制
の

構
築

□
/

・
被

災
状

況
の

確
認

と
情

報
の

共
有

化
（

保
健

医
療

調
整

本
部

、
外

部
支

援
団

体
）

□
/

・
外

部
支

援
団

体
（

D
P

A
T

を
含

む
）

の
派

遣
要

請
□

/

・
D

P
A

T
を

含
む

外
部

支
援

団
体

の
派

遣
調

整
□

/

・
D

P
A

T
調

整
本

部
、

活
動

拠
点

本
部

の
立

ち
上

げ
□

/
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－
1
1
－

活
動
期
（
ス
テ
ー
ジ
2
：
概
ね
発
災
4
⽇
後
か
ら
3
週
間
目
ま
で
）

業
務
内
容

対
応
済

対
応
⽇

・
保
健
医
療
調
整
本
部
と
地
域
保
健
医
療
調
整
本
部
（
保
健
所
）
と
の
連
携
体
制
に
よ
る
活
動

□
/

・
外
部
支
援
団
体
の
派
遣
調
整
（
都
道
府
県
等
D
P
A
T
を
含
む
）

□
/

・
地
域
保
健
医
療
調
整
本
部
と
の
情
報
の
共
有
化
、
連
携

□
/

・
他
都
道
府
県
の
担
当
課
と
の
調
整

□
/

・
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
と
連
携

□
/

・
精
神
保
健
医
療
福
祉
の
状
況
に
つ
い
て
情
報
発
信
（
地
域
、
関
係
機
関
と
の
共
有
化
）

□
/

移
行
期
（
ス
テ
ー
ジ
3
：
概
ね
発
災
3
週
間
か
ら
1
か
⽉
目
ま
で
）

業
務
内
容

対
応
済

対
応
⽇

・
移
行
時
期
の
検
討

□
/

・
撤
収
プ
ラ
ン
の
計
画

□
/

・
撤
収
合
議
体
の
主
催

□
/

・
中
期
、
⻑
期
に
行
う
支
援
活
動
内
容
の
計
画

□
/

中
期
（
ス
テ
ー
ジ
4
：
概
ね
2
か
⽉
目
以
降
）

業
務
内
容

対
応
済

対
応
⽇

・
中
期
、
⻑
期
に
行
う
支
援
活
動
内
容
の
計
画

□
/

⻑
期
（
ス
テ
ー
ジ
5
：
概
ね
1
年
以
降
）

業
務
内
容

対
応
済

対
応
⽇

・
平
時
の
業
務
へ
の
移
行

□
/

・
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
事
業
の
把
握

□
/

・
災
害
関
連
の
精
神
保
健
案
件
を
デ
ー
タ
化

□
/

・
災
害
対
応
の
ま
と
め
、
報
告

□
/

－
1
2
－

②
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

準
備

期
（

ス
テ

ー
ジ

0
：

発
災

前
）

業
務

内
容

対
応

済
対

応
⽇

・
都

道
府

県
等

の
平

時
に

お
け

る
精

神
保

健
医

療
福

祉
体

制
の

課
題

を
整

理
□

/

・
D

P
A

T
統

括
研

修
、

訓
練

を
受

講
□

/

・
 D

P
A

T
等

外
部

支
援

を
受

け
る

た
め

の
方

法
を

計
画

（
災

害
時

の
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

に
つ

い
て

の

研
修

を
行

い
支

援
者

の
ス

キ
ル

ア
ッ

プ
を

図
る

等
）

□
/

・
 災

害
時

の
精

神
保

健
医

療
福

祉
に

関
す

る
研

修
（

災
害

時
の

精
神

保
健

医
療

対
策

や
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

に
関

す
る

全
県

的
な

研
修

等
）

□
/

立
ち

上
げ

期
（

ス
テ

ー
ジ

1
：

発
災

か
ら

概
ね

3
⽇

後
ま

で
）

業
務

内
容

対
応

済
対

応
⽇

・
D

P
A

T
調

整
本

部
、

活
動

拠
点

本
部

の
立

ち
上

げ
も

し
く

は
支

援
□

/

・
D

P
A

T
統

括
と

し
て

保
健

医
療

調
整

本
部

と
の

連
携

確
認

□
/

・
精

神
科

医
療

機
関

の
被

災
状

況
の

と
り

ま
と

め
□

/

活
動

期
（

ス
テ

ー
ジ

2
：

概
ね

発
災

4
⽇

後
か

ら
3

週
間

目
ま

で
）

業
務

内
容

対
応

済
対

応
⽇

・
都

道
府

県
主

管
課

（
主

に
精

神
保

健
福

祉
担

当
課

）
と

連
携

□
/

・
調

整
本

部
の

支
援

や
都

道
府

県
内

の
精

神
保

健
医

療
の

被
災

状
況

に
関

す
る

情
報

収
集

□
/

・
 被

災
住

民
へ

の
こ

こ
ろ

の
相

談
電

話
の

開
設

、
こ

こ
ろ

の
ケ

ア
の

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

等
資

材
の

提
供

や
普

及
啓

発
活

動
の

展
開

□
/

・
支

援
者

支
援

□
/
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－
1
3
－

移
行
期
（
ス
テ
ー
ジ
3
：
概
ね
発
災
3
週
間
か
ら
1
か
⽉
目
ま
で
）

業
務
内
容

対
応
済

対
応
⽇

・
移
行
時
期
の
検
討

□
/

・
撤
収
合
議
体
へ
の
参
加

□
/

・
撤
収
プ
ラ
ン
の
計
画

□
/

・
支
援
者
支
援

□
/

中
期
（
ス
テ
ー
ジ
4
：
概
ね
2
か
⽉
目
以
降
）

業
務
内
容

対
応
済

対
応
⽇

・
精
神
保
健
福
祉
に
関
す
る
相
談
、
助
言

□
/

・
被
災
者
支
援
に
関
す
る
統
括

□
/

・
支
援
者
支
援

□
/

・
支
援
者
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
の
た
め
の
研
修

□
/

⻑
期
（
ス
テ
ー
ジ
5
：
概
ね
1
年
以
降
）

業
務
内
容

対
応
済

対
応
⽇

・
平
時
の
業
務
へ
の
移
行

□
/

・
精
神
保
健
福
祉
に
関
す
る
相
談
、
助
言

□
/

・
支
援
者
支
援

□
/

・
被
災
者
支
援
に
関
す
る
統
括

□
/

・
被
災
地
に
お
け
る
現
状
を
把
握

□
/

－
1
4
－

③
保
健
所

準
備

期
（

ス
テ

ー
ジ

0
：

発
災

前
）

業
務

内
容

対
応

済
対

応
⽇

・
 保

健
所

管
内

（
あ

る
い

は
2

次
医

療
圏

内
）

に
お

け
る

平
時

の
精

神
保

健
医

療
福

祉
体

制
の

課
題

を
整

理
□

/

・
 精

神
障

害
者

台
帳

、
相

談
記

録
票

、
精

神
保

健
及

び
精

神
障

害
者

福
祉

に
関

す
る

法
律

事
務

処
理

要
領

等
の

整
備

□
/

・
 D

P
AT

を
含

む
外

部
支

援
団

体
の

支
援

を
受

け
入

れ
る

体
制

の
整

備
・

訓
練

。
そ

れ
ら

を
含

め
た

有
事

の
体

制
の

整
備

□
/

・
 保

健
所

管
内（

あ
る

い
は

2
次

医
療

県
内

）の
市

町
村

や
医

療
機

関
等

関
係

機
関

と
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

整
備

、
強

化
□

/

・
関

係
機

関
と

の
連

携
、

連
絡

会
議

の
開

催
□

/

・
市

町
村

、
医

師
会

を
含

む
関

係
機

関
団

体
と

の
教

育
研

修
及

び
訓

練
□

/

・
保

健
所

管
内

（
あ

る
い

は
2

次
医

療
圏

内
）

の
、

精
神

保
健

福
祉

支
援

体
制

の
課

題
を

整
理

□
/

・
管

内
の

D
P

AT
の

な
い

精
神

科
病

院
と

、
D

P
AT

の
あ

る
精

神
科

病
院

と
の

訓
練

□
/

・
P

FA
（

P
sy

ch
o

lo
g

ic
a

l F
ir

st
 A

id
）

の
理

解
と

普
及

□
/

・
精

神
障

害
者

自
身

が
自

分
自

身
を

守
る

力
を

向
上

さ
せ

る
働

き
か

け
□

/

・
地

域
防

災
計

画
の

確
認

□
/

・
保

健
所

の
災

害
時

精
神

医
療

供
給

体
制

の
確

認
□

/

・
所

内
に

お
け

る
各

担
当

の
役

割
分

担
の

明
確

化
□

/

・
住

民
に

対
す

る
災

害
時

の
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

知
識

の
普

及
啓

発
□

/

61



－
1
5
－

立
ち

上
げ

期
（

ス
テ

ー
ジ

1
：

発
災

か
ら

概
ね

3
⽇

後
ま

で
）

業
務

内
容

対
応

済
対

応
⽇

・
庁

舎
参

集
（

庁
舎

の
被

災
状

況
確

認
、

職
員

の
安

否
確

認
）

□
/

・
地

域
の

保
健

医
療

活
動

の
拠

点
（

地
域

保
健

医
療

調
整

本
部

の
設

置
）

□
/

・
地

域
災

害
医

療
連

絡
調

整
会

議
と

の
連

携
□

/

・
市

町
村

の
医

療
救

護
活

動
、

避
難

所
運

営
支

援
□

/

・
被

災
状

況
、

精
神

保
健

ニ
ー

ズ
、

市
町

村
の

活
動

状
況

の
把

握
□

/

・
医

療
機

関
の

状
況

把
握

□
/

・
情

報
収

集
、

発
信

、
共

有
の

仕
組

み
の

確
立

□
/

・
管

内
市

町
村

や
精

神
科

医
療

機
関

等
の

被
災

状
況

の
確

認
□

/

・
措

置
入

院
患

者
の

状
況

把
握

、
対

応
□

/

・
D

H
E

A
T

の
支

援
を

受
け

て
外

部
支

援
団

体
（

D
P

A
T

を
含

む
）

の
受

け
入

れ
調

整
□

/

・
人

的
支

援
の

要
請

及
び

調
整

□
/

・
避

難
所

住
民

に
係

る
情

報
収

集
□

/

・
医

療
機

関
の

被
災

状
況

の
情

報
収

集
□

/

・
必

要
に

応
じ

た
圏

域
内

の
精

神
科

病
院

の
転

院
調

整
□

/

活
動

期
（

ス
テ

ー
ジ

2
：

概
ね

発
災

4
⽇

後
か

ら
3

週
間

目
ま

で
）

業
務

内
容

対
応

済
対

応
⽇

・
被

災
状

況
、

精
神

保
健

医
療

ニ
ー

ズ
の

把
握

□
/

・
 都

道
府

県
保

健
医

療
調

整
本

部
、

市
町

村
、

D
P

A
T

を
含

む
外

部
支

援
団

体
の

活
動

の
調

整
や

支

援
（

情
報

共
有

化
、

活
動

支
援

）
□

/

・
D

P
A

T
調

整
本

部
へ

の
D

P
A

T
派

遣
要

請
報

告
□

/

・
D

P
A

T
活

動
の

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

ト
□

/

・
支

援
者

支
援

□
/

・
市

町
村

の
関

連
団

体
の

活
動

状
況

の
把

握
□

/

・
精

神
障

害
者

の
治

療
継

続
支

援
□

/

・
精

神
科

救
急

の
当

番
病

院
の

再
調

整
□

/

・
措

置
入

院
対

応
□

/

・
ア

ル
コ

ー
ル

依
存

症
者

へ
の

断
酒

継
続

支
援

□
/

・
被

災
状

況
、

精
神

保
健

医
療

ニ
ー

ズ
の

把
握

と
対

応
□

/

・
住

民
に

対
す

る
こ

こ
ろ

の
健

康
に

係
る

普
及

啓
発

□
/

－
1
6
－

移
行
期
（
ス
テ
ー
ジ
3
：
概
ね
発
災
3
週
間
か
ら
1
か
⽉
目
ま
で
）

業
務
内
容

対
応
済

対
応
⽇

・
移
行
時
期
の
検
討

□
/

・
撤
収
プ
ラ
ン
の
計
画

□
/

・
撤
収
合
議
体
へ
の
参
加

□
/

・
地
域
保
健
医
療
福
祉
体
制
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト

□
/

・
支
援
者
支
援

□
/

・
医
療
機
関
の
再
稼
働
状
況
の
確
認

□
/

・
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
の
応
援
体
制
の
検
討

□
/

・
管
内
関
係
機
関
と
の
連
携
（
連
絡
会
議
等
の
開
催
等
）

□
/

・
精
神
科
医
療
機
関
や
精
神
保
健
福
祉
施
設
等
の
復
旧
状
況
の
把
握

□
/

中
期
（
ス
テ
ー
ジ
4
：
概
ね
2
か
⽉
目
以
降
）

業
務
内
容

対
応
済

対
応
⽇

・
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
体
制
の
確
立

□
/

・
災
害
時
の
診
療
記
録
の
管
理
と
保
存

□
/

・
支
援
者
支
援

□
/

・
管
内
市
町
村
で
の
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
状
況
把
握
及
び
支
援
計
画

□
/

・
平
時
の
業
務
の
再
開
及
び
再
構
築

□
/

・
D
P
A
T
支
援
終
結
の
検
討

□
/

⻑
期
（
ス
テ
ー
ジ
5
：
概
ね
1
年
以
降
）

業
務
内
容

対
応
済

対
応
⽇

・
平
時
の
業
務
へ
の
移
行

□
/

・
災
害
関
連
の
精
神
保
健
案
件
へ
の
対
応
に
つ
い
て
の
市
町
村
担
当
課
へ
の
支
援

□
/

・
支
援
者
支
援

□
/

・
中
⻑
期
的
な
対
応
が
必
要
と
な
る
地
域
課
題
の
抽
出
と
そ
の
対
応
策
の
検
討

□
/

62



－
1
7
－

④
市
町
村

準
備
期
（
ス
テ
ー
ジ
0
：
発
災
前
）

業
務
内
容

対
応
済

対
応
⽇

・
災
害
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
つ
い
て
の
理
解

□
/

・
地
域
防
災
計
画
へ
の
D
P
A
T
の
記
載

□
/

・
災
害
派
遣
に
関
わ
る
域
内
精
神
科
病
院
と
の
共
同
訓
練
を
検
討
す
る

□
/

・
外
部
支
援
チ
ー
ム
の
派
遣
依
頼
、
支
援
受
け
入
れ
に
関
す
る
方
法
等
を
計
画

□
/

・
研
修
等
に
参
加
し
、
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
に
つ
い
て
の
知
識
と
技
術
の
取
得

□
/

・
住
民
に
対
す
る
災
害
時
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
知
識
の
普
及
啓
発

□
/

・
避
難
行
動
要
支
援
者
台
帳
の
整
理

□
/

立
ち
上
げ
期
（
ス
テ
ー
ジ
1
：
発
災
か
ら
概
ね
3
⽇
後
ま
で
）

業
務
内
容

対
応
済

対
応
⽇

・
庁
舎
参
集
（
庁
舎
の
被
災
状
況
確
認
、
職
員
の
安
否
確
認
）

□
/

・
市
町
村
災
害
対
策
本
部
の
立
ち
上
げ

□
/

・
地
域
保
健
医
療
調
整
本
部
と
の
連
携
体
制
の
構
築

□
/

・
避
難
所
及
び
医
療
救
護
所
の
設
置

□
/

・
障
害
者
施
設
、
医
療
関
係
施
設
等
の
被
災
状
況
の
情
報
収
集

□
/

・
外
部
支
援
団
体
（
D
P
A
T
を
含
む
）
の
受
け
入
れ
→
調
整
は
保
健
所
と
協
議

□
/

・
医
療
救
護
所
、
避
難
所
の
設
置
・
運
営
の
開
始

□
/

活
動
期
（
ス
テ
ー
ジ
2
：
概
ね
発
災
4
⽇
後
か
ら
3
週
間
目
ま
で
）

業
務
内
容

対
応
済

対
応
⽇

・
避
難
所
の
管
理
、
運
営

□
/

・
支
援
ニ
ー
ズ
の
把
握

□
/

・
保
健
所
、
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
と
連
携

□
/

・
他
の
支
援
チ
ー
ム
と
の
調
整

□
/

・
避
難
所
の
健
康
相
談
及
び
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
者
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
実
施

□
/

・
精
神
障
害
者
、
独
居
高
齢
者
、
生
活
困
窮
者
の
現
況
把
握

□
/

・
D
P
A
T
の
必
要
性
の
検
討
、
保
健
所
へ
の
派
遣
要
請

□
/

・
住
民
に
対
す
る
こ
こ
ろ
の
健
康
の
普
及
啓
発

□
/

－
1
8
－

移
行
期
（
ス
テ
ー
ジ
3
：
概
ね
発
災
3
週
間
か
ら
1
か
⽉
目
ま
で
）

業
務
内
容

対
応
済

対
応
⽇

・
移
行
時
期
の
検
討

□
/

・
撤
収
プ
ラ
ン
の
計
画

□
/

・
避
難
所
縮
小
計
画

□
/

・
避
難
所
数
、
避
難
人
数
、
支
援
ニ
ー
ズ
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト

□
/

・
仮
設
住
宅
の
巡
回
相
談
及
び
仮
設
住
宅
サ
ロ
ン
等
の
交
流
の
場
の
提
供

□
/

中
期
（
ス
テ
ー
ジ
4
：
概
ね
2
か
⽉
目
以
降
）

業
務
内
容

対
応
済

対
応
⽇

・
D
P
A
T
か
ら
連
携
を
受
け
た
ケ
ー
ス
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

□
/

・
平
時
の
業
務
の
再
開
及
び
再
構
築

□
/

・
D
P
A
T
支
援
終
結
の
検
討

□
/

・
障
害
者
、
独
居
高
齢
者
、
母
子
、
児
童
等
へ
の
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
活
動

□
/

⻑
期
（
ス
テ
ー
ジ
5
：
概
ね
1
年
以
降
）

業
務
内
容

対
応
済

対
応
⽇

・
平
時
の
業
務
へ
の
移
行

□
/

・
災
害
関
連
の
精
神
保
健
案
件
へ
の
対
応

□
/

・
D
P
A
T
活
動
以
降
の
要
⻑
期
支
援
ケ
ー
ス
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

□
/

・
精
神
保
健
福
祉
の
補
完

□
/

・
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
チ
ー
ム
を
発
足
し
支
援
活
動
を
継
続

□
/

・
被
災
者
の
精
神
保
健
福
祉
ニ
ー
ズ
に
関
す
る
調
査

□
/
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－
1
9
－

■
災
害
後
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
わ
る
各
支
援
組
織
の
概
要
と
役
割

時
期
/

機
能

精
神
保
健
医
療

保
健

公
衆
衛
生

救
急

一
般
医
療

立
ち
上
げ
期

（
発
災
～
概
ね
3
日
）

（
先
遣
隊
）

D
M
A
T

D
P
A
T・

日
赤
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
班
等

被
災
地
域
の

精
神
科
医
療
機
関

自
県
他
保
健
所
・
他
県
保
健
所
等

医
療
救
護
班

（
日
赤
救
護
班
・
J
M
A
T
等
）

被
災
地
域
の
保
健
所
・

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

被
災
地
域
の
医
療
資
源

活
動
期

（
概
ね
発
災
4
日
後
～

3
週
間
目
ま
で
）

移
行
期

（
概
ね
発
災
3
週
間
～

1
カ
月
ま
で
）

中
期

（
概
ね
2
カ
月
目
以
降
）

長
期

（
概
ね
1
年
以
降
）

発 災

撤 収

図
4
．
災
害
時
精
神
保
健
医
療
に
関
わ
る
組
織
・
チ
ー
ム
・
機
関
の
概
ね
の
介
入
時
期

①
D

P
A

T
（

D
is

a
st

e
r 

P
sy

ch
ia

tr
ic

 A
ss

is
ta

n
ce

 T
e

a
m

）

　
自

然
災

害
や

犯
罪

事
件

・
航

空
機

・
列

車
事

故
等

の
集

団
災

害
が

発
生

し
た

場
合

、
被

災
地

域
の

精
神

保
健

医
療

機
能

が
一

時
的

に
低

下
し

、
さ

ら
に

災
害

ス
ト

レ
ス

等
に

よ
り

新
た

に
精

神
的

問
題

が
生

じ
る

等
、

精
神

保
健

医
療

へ
の

需
要

が
拡

大
す

る
こ

と
が

考
え

ら
れ

ま
す

。
D

P
A

T
と

は
、

こ
の

よ
う

な
災

害
時

に
精

神
科

専
門

医
療

の
提

供
と

精
神

保
健

活
動

の
支

援
を

行
う

た
め

に
、

都
道

府
県

・
政

令
指

定
都

市
が

組
織

す
る

、
災

害
派

遣
精

神
医

療
チ

ー
ム

で
す

。

　（
参

照
：

h
tt

p
:/

/w
w

w
.d

p
at

.jp
/）

②
D

P
A

T
先

遣
隊

・
都

道
府

県
等

D
P

A
T

　
D

P
A

T
先

遣
隊

と
は

、
発

災
か

ら
遅

く
と

も
48

時
間

以
内

に
所

属
す

る
都

道
府

県
外

の
地

域
に

お
い

て
も

活
動

で
き

る
班

で
す

。
主

に
本

部
機

能
の

立
ち

上
げ

や
ニ

ー
ズ

ア
セ

ス
メ

ン
ト

、
急

性
期

の
精

神
科

ニ
ー

ズ
へ

の
対

応
、

被
災

し
た

精
神

科
医

療
機

関
か

ら
の

入
院

患
者

の
搬

送
等

の
役

割
を

担
い

ま
す

。
先

遣
隊

の
後

に
活

動
す

る
班

（
都

道
府

県
等

D
P
A

T
）

は
、

主
に

本
部

機
能

の
継

続
や

、
被

災
地

で
の

精
神

 科
医

療
の

提
供

、
精

神

保
健

活
動

へ
の

専
門

的
支

援
、

被
災

し
た

医
療

機
関

の
専

門
的

支
援

、
支

援
者

（
地

域
の

医
療

従
事

者
、

救
急

隊
員

、
自

治
体

職
員

等
）

へ
の

専
門

的
支

援
等

の
役

割
を

担
い

ま
す

。

－
2
0
－

③
D

P
A

T
事

務
局

　
平
時
に
は
、
D
P
A
T
先
遣
隊
研
修
、
統
括
研
修
等
を
行
い
ま
す
。
発
災
時
に
は
、
厚

生
労
働
省
、
D
P
A
T
調
整
本
部
、
被
災
地
外
都
道
府
県
、
D
M
A
T
事
務
局
等
の
関
係
機

関
等
と
の
連
絡
調
整
を
行
い
ま
す
。

④
こ

こ
ろ

の
ケ

ア
チ

ー
ム

　
D
P
A
T
発
足
以
前
、
災
害
時
に
活
動
す
る
災
害
派
遣
精
神
医
療
チ
ー
ム
を
、
慣
例
的

に
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
チ
ー
ム
」
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
東
日
本
大
震
災
な
ど
様
々
な
災

害
に
お
い
て
、
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
チ
ー
ム
に
よ
る
支
援
活
動
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

D
P
A
T
が
発
足
し
た
こ
と
に
よ
り
い
っ
た
ん
D
P
A
T
に
吸
収
さ
れ
る
形
と
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
現
在
で
も
、
災
害
時
に
精
神
保
健
医
療
活
動
を
行
う
チ
ー
ム
に
つ
い
て
、
被
災

自
治
体
の
判
断
に
よ
り
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
チ
ー
ム
」
と
い
う
名
称
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
例
え
ば
、
チ
ー
ム
に
精
神
科
医
師
が
加
わ
ら
な
い
な
ど
、
D
P
A
T
の
班
員
要

件
を
満
た
さ
な
い
精
神
保
健
支
援
チ
ー
ム
の
名
称
と
し
て
使
わ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

⑤
D

M
A

T
（

D
is

a
st

e
r 

M
e

d
ic

a
l A

ss
is

ta
n

ce
 T

ea
m

）

　
医
師
、
看
護
師
、
業
務
調
整
員
（
医
師
看
護
師
以
外
の
医
療
職
及
び
事
務
職
員
）
で
構

成
さ
れ
、
大
規
模
災
害
や
多
傷
病
者
が
発
生
し
た
事
故
な
ど
の
現
場
に
、
超
急
性
期
（
概

ね
48
時
間
以
内
）
か
ら
活
動
で
き
る
機
動
性
を
持
っ
た
、
専
門
的
な
訓
練
を
受
け
た
医

療
チ
ー
ム
で
す
。

　（
参
照
：
h
tt
p
:/
/w
w
w
.d
m
at
.jp
/）

⑥
D

H
E

A
T

（
D

is
a

st
e

r 
H

ea
lt

h
 E

m
e

rg
e

n
cy

 A
ss

is
ta

n
ce

 T
ea

m
）

　
都
道
府
県
や
政
令
指
定
都
市
の
職
員
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
、
重
大
な
健
康
危
機
が
発
生

し
た
際
に
、
被
災
都
道
府
県
等
に
派
遣
さ
れ
、
被
災
自
治
体
に
よ
る
災
害
時
の
指
揮
調
整

機
能
を
補
佐
す
る
、
健
康
危
機
管
理
チ
ー
ム
で
す
。

　（
参
照
：
h
tt
p
:/
/w
w
w
.p
h
cd
.jp
/）

⑦
日

赤
こ

こ
ろ

の
ケ

ア
チ

ー
ム

（
日

本
赤

十
字

社
救

護
班

）

　
赤
十
字
病
院
の
看
護
師
の
中
で
、
特
別
に
訓
練
を
受
け
た
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
要
員
が
被
災
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－
2
1
－

地
に

派
遣

さ
れ

て
「

こ
こ

ろ
の

ケ
ア

活
動

」
を

行
い

ま
す

。
こ

こ
で

い
う

「
こ

こ
ろ

の
ケ

ア
活

動
」

と
は

、精
神

保
健

医
療

分
野

に
お

け
る

専
門

的
な

支
援

で
は

な
く

、「
支

持
」「

傾

聴
」「

共
感

」
な

ど
の

よ
り

一
般

的
な

心
理

社
会

的
支

援
を

意
味

し
ま

す
。

　（
参

照
：

h
tt

p
:/
/w

w
w

.jr
c.
or

.jp
/a

ct
iv

it
y
/s

ai
g
ai

/p
d
f/

sa
ig

ai
k
y
u
g
o1

30
81

6-
01

.p
d
f）

⑧
そ
の
他
の
チ
ー
ム

・
 JM

A
T

 （
Ja

p
an

 M
ed

ic
al

 A
ss

oc
ia

ti
on

 T
ea

m
：

日
本

医
師

会
災

害
医

療
チ

ー
ム

）

　（
参

照
：

h
tt

p
:/

/w
w

w
.m

ed
.o

r.
jp

/d
oc

to
r/

si
en

/s
_s

ie
n
/0

02
04

9.
h
tm

l）

・
JR

A
T

 （
Ja

p
an

 D
is

as
te

r 
R

eh
ab

il
it
at

io
n
 A

ss
is

ta
n
ce

 T
ea

m
：

　
大

規
模

災
害

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
支

援
関

連
団

体
協

議
会

）

　（
参

照
：

h
tt

p
s:
//

w
w

w
.jr

at
.jp

/）

⑨
都
道
府
県
主
管
課
（
主
に
精
神
保
健
福
祉
担
当
課
）

　
多

く
の

地
方

自
治

体
で

は
、

精
神

保
健

医
療

福
祉

施
策

を
担

当
す

る
主

管
課

が
、

災
害

時
の

精
神

保
健

医
療

福
祉

対
策

を
担

当
す

る
こ

と
に

な
り

ま
す

。
一

般
医

療
や

災
害

医
療

を
所

管
す

る
部

署
と

は
異

な
る

場
合

が
多

い
こ

と
か

ら
、

双
方

の
部

署
の

庁
内

連
携

が
重

要
と

な
り

ま
す

。
発

災
時

に
は

、
D

P
A

T
調

整
本

部
に

職
員

を
派

遣
す

る
こ

と
に

な
り

ま
す

。

⑩
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
令

和
2

年
時

点
で

、
49

ヶ
所

の
自

治
体

で
、

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

の
医

師
が

D
P
A

T
統

括
者

と
な

っ
て

い
ま

す
。

発
災

時
に

は
D

P
A

T
調

整
本

部
に

職
員

を
派

遣
す

る
こ

と
に

な
り

ま
す

。
中

長
期

的
支

援
で

は
、

技
術

援
助

や
普

及
・

啓
発

と
い

っ
た

本
来

の
機

能
を

生
か

し
て

、
精

神
保

健
活

動
に

当
た

り
ま

す
。

⑪
保
健
所

　
災

害
時

に
は

地
域

の
保

健
医

療
を

統
括

す
る

本
部

や
D

P
A

T
活

動
拠

点
本

部
が

置
か

れ
る

こ
と

が
あ

り
、

地
域

に
お

け
る

保
健

医
療

活
動

の
拠

点
と

な
り

ま
す

。（
こ

れ
ら

の

本
部

は
医

療
機

関
に

置
か

れ
る

こ
と

も
あ

り
ま

す
。）

－
2
2
－

⑫
市
町
村

　
災

害
時

、
市

町
村

に
は

保
健

福
祉

だ
け

で
な

く
、

土
木

や
ラ

イ
フ

ラ
イ

ン
、

生
活

全
般

に
関

す
る

こ
と

な
ど

、
災

害
に

対
応

す
る

あ
ら

ゆ
る

業
務

が
市

町
村

に
よ

っ
て

は
集

中
し

ま
す

。
こ

の
中

で
保

健
部

門
は

健
康

診
断

や
訪

問
活

動
な

ど
住

民
の

精
神

保
健

に
も

深
く

関
与

し
ま

す
。

⑬
厚
生
労
働
省

　
平

時
に

お
い

て
、

災
害

発
生

に
備

え
た

体
制

の
整

備
（

マ
ニ

ュ
ア

ル
等

の
作

成
、

人
材

の
養

成
・

訓
練

等
）

を
行

う
と

と
も

に
、

災
害

発
生

時
に

は
、

被
災

都
道

府
県

、
D

P
A

T

事
務

局
等

と
連

携
し

て
、

被
災

状
況

等
（

医
療

機
関

の
被

害
状

況
、

転
院

の
必

要
性

、
精

神
障

害
者

の
安

否
、

被
災

者
の

健
康

状
態

等
）

を
確

認
の

上
、

被
災

都
道

府
県

等
に

対
し

て
必

要
な

支
援

を
行

っ
て

い
ま

す
。

⑭
N
G
O
、
N
P
O

　
大

規
模

災
害

時
に

は
、

連
絡

協
議

体
を

形
成

し
調

整
と

連
携

に
基

づ
い

た
支

援
を

行
っ

て
い

ま
す

。
そ

の
調

整
面

で
の

リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
を

取
っ

て
い

る
の

が
認

定
N

P
O

法
人

 

全
国

災
害

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

支
援

団
体

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

（
JV

O
A

D
）

で
す

。
JV

O
A

D
も

し
く

は
、

被
災

地
の

災
害

対
応

中
間

支
援

組
織

、（
例

：
熊

本
災

害
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
支

援

団
体

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

）
等

主
催

の
連

絡
会

議
に

出
席

せ
ず

に
活

動
す

る
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
団

体
も

あ
り

、
こ

の
点

が
保

健
医

療
調

整
本

部
に

則
っ

た
医

療
支

援
と

異
な

っ
て

い
ま

す
。

自
治
体
の
災
害
精
神
保
健
活
動
に
本
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
少
し
で
も
役
立
つ
こ
と
を
祈
り
ま
す
。
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－
2
3
－

ス
ト
レ
ス
・
災
害
時
こ
こ
ろ
の
情
報
セ
ン
タ
ー

災
害

に
関

す
る

精
神

保
健

医
療

対
策

、
調

査
、

研
究

、
支

援
を

行
う

た
め

に
設

立
さ

れ
た

団
体

で
す

。
災

害
以

外
の

P
FA

の
普

及
や

ト
ラ

ウ
マ

対
応

の
専

門

家
の

育
成

に
も

取
り

組
ん

で
い

ま
す

。

参
照

：
h

tt
p

s:
//

sa
ig

a
i-

ko
ko

ro
.n

cn
p

.g
o

.j
p

/

実
災
害
時
に
役
立
つ
サ
イ
ト
②

・
 支

援
者

交
代

の
際

に
は

、
地

元
で

の
継

続
的

な
支

援
を

可
能

と
す

る
た

め
に

、

外
部

支
援

者
か

ら
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
を

配
慮

し
た

上
で

名
前

、
受

け
た

被
災

状

態
、

今
後

必
要

だ
と

考
え

ら
れ

る
こ

と
等

の
情

報
を

引
き

継
ぎ

ま
し

ょ
う

。

・
 中

期
や

⻑
期

の
保

健
活

動
に

お
い

て
、

災
害

時
支

援
の

経
緯

が
分

か
る

よ
う

に
、

個
別

の
業

務
記

録
か

ら
も

災
害

時
対

応
の

記
録

が
参

照
で

き
る

よ
う

に

し
て

お
き

ま
し

ょ
う

。

個
別
の
支
援
記
録
の
作
成
の
ポ
イ
ン
ト

－
2
4
－

救
護

班
や

病
院

で
対

応
す

る
職

員
の

方
々

は
、

一
般

的
な

ス
ト

レ
ス

反
応

だ
け

で
は

な
く

、
ご

自
身

の
仕

事
内

容
に

関
連

し
て

、
無

力
感

、
不

全
感

、
フ

ラ
ス

ト
レ

ー
シ

ョ
ン

な
ど

、
特

有
の

ス
ト

レ
ス

を
感

じ
る

か
も

し
れ

ま
せ

ん
。

■
特
有
の
ス
ト
レ
ス

・「
も

っ
と

こ
う

す
れ

ば
良

か
っ

た
の

で
は

」
と

考
え

て
し

ま
う

・
感

染
す

る
の

で
は

な
い

か
と

い
う

恐
怖

や
不

安

・
患

者
さ

ん
や

家
族

等
か

ら
の

プ
レ

ッ
シ

ャ
ー

や
期

待

・
誹

謗
中

傷
に

さ
ら

さ
れ

た
り

、
痛

み
、

苦
し

み
を

目
の

当
た

り
に

し
た

経
験

 
…

等

そ
の

よ
う

な
と

き
は

、

①
お

す
す

め
す

る
こ

と

・
 感

情
を

あ
り

の
ま

ま
受

け
止

め
ま

し
ょ

う
。

自
分

の
感

覚
や

今
必

要
な

こ
と

は
何

か
を

理
解

し
、

表
現

で
き

る
時

間
を

持
ち

ま
し

ょ
う

。

・
 困

難
を

感
じ

た
り

不
安

に
陥

っ
た

時
、

ま
た

、
重

要
な

決
断

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

時
は

、
家

族
や

友
人

な
ど

に
助

け
を

求
め

て
み

ま
し

ょ
う

。

②
避

け
た

ほ
う

が
良

い
こ

と

・
 「

患
者

さ
ん

全
員

を
助

け
な

く
て

は
な

ら
な

い
」

な
ど

と
い

っ
た

あ
ま

り
現

実
的

で
は

な
い

、
合

理
的

で
は

な
い

期
待

や
要

求
を

自
分

自
身

に
課

す
こ

と

は
避

け
ま

し
ょ

う
。

・
 休

憩
を

全
く

取
ら

な
か

っ
た

り
、

疲
労

困
憊

す
る

ま
で

過
度

に
働

く
こ

と
は

控
え

ま
し

ょ
う

。

出
典

：
⽇

本
赤

十
字

社

h
tt

p
:/

/w
w

w
.j

rc
.o

r.
jp

/a
ct

iv
it

y/
sa

ig
a

i/
n

e
w

s/
2

0
0

3
3

0
_

0
0

6
1

3
9

.h
tm

l

感
染
流
行
期
に
こ
こ
ろ
の
健
康
を
保
つ
た
め
に
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－
2
5
－

災
害

救
援

者
や

支
援

者
は

、
大

変
厳

し
い

環
境

下
で

、
⻑

期
に

わ
た

っ
て

困
難

を
伴

う
活

動
す

る
こ

と
を

強
い

ら
れ

る
た

め
、

非
常

に
疲

弊
し

や
す

く
、

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
上

の
問

題
を

抱
え

る
こ

と
が

あ
り

ま
す

。
早

い
段

階
か

ら
支

援
者

支
援

に
取

り
組

む
こ

と
は

非
常

に
重

要
で

す
。

■
支
援
者
の
ス
ト
レ
ス
対
策
と
セ
ル
フ
ケ
ア

1
．

 職
務

の
目

標
設

定

 
記

録
を

つ
け

て
頭

の
中

を
整

理
な

ど
。

2
．

 生
活

ペ
ー

ス
の

維
持

 
十

分
な

睡
眠

、
食

事
、

水
分

な
ど

。（
酒

・
タ

バ
コ

の
と

り
過

ぎ
に

注
意

）

3
．

 自
分

の
心

身
の

反
応

に
気

づ
く

 
 「

自
分

だ
け

休
ん

で
い

ら
れ

な
い

」
と

罪
悪

感
が

生
じ

る
こ

と
は

自
然

な
こ

と
で

す
。

で
す

が
、

支
援

者
自

身
が

調
子

を
崩

す
と

、
そ

の
影

響
が

か
え

っ

て
周

囲
に

及
ぶ

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

同
僚

と
と

も
に

休
憩

を
取

る
の

も
一

つ

の
方

法
で

す
。

4
．

 気
分

転
換

 
目

を
閉

じ
る

、
ス

ト
レ

ッ
チ

、
運

動
、

音
楽

を
聴

く
、

食
事

、
入

浴
な

ど
。

5
．

 一
人

で
た

め
込

ま
な

い

 
 家

族
や

友
人

な
ど

に
積

極
的

に
連

絡
を

す
る

。

 
支

援
活

動
に

没
頭

せ
ず

、
生

活
感

・
現

実
感

を
取

り
戻

す
こ

と
も

必
要

。

 
話

し
た

く
な

い
場

合
は

、
無

理
し

て
話

す
必

要
は

な
い

。

6
．

 職
員

同
士

で
お

互
い

を
気

遣
う

こ
と

 
な

る
べ

く
こ

ま
め

に
声

を
掛

け
合

う
こ

と
。

 
 自

分
自

身
で

心
身

の
変

化
に

気
づ

か
な

い
場

合
は

、
お

互
い

の
気

づ
き

合
い

が
大

切
。

 
 話

し
た

く
な

い
場

合
は

、
無

理
し

て
話

す
必

要
は

な
い

。

「
支

援
者

の
ス

ト
レ

ス
対

策
（

セ
ル

フ
ケ

ア
）」

出
典

：

ス
ト

レ
ス

・
災

害
時

こ
こ

ろ
の

情
報

支
援

セ
ン

タ
ー

　
h

tt
p

s:
//

sa
ig

a
i-

ko
ko

ro
.n

cn
p

.g
o

.j
p

/

＊
 「

災
害

救
援

者
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

・
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
よ

り
抜

粋

　
 平

時
よ

り
確

認
し

て
お

く
こ

と
が

望
ま

し
い

で
す

。

支
援
者
の
ス
ト
レ
ス
対
策
（
セ
ル
フ
ケ
ア
）

M
E
M
O
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厚
生

労
働

科
学

研
究

費
補

助
金

（
障

害
者

政
策

総
合

研
究

事
業

）

「
災

害
派

遣
精

神
医

療
チ

ー
ム

（
D

P
A

T
）

と

地
域

精
神

保
健

シ
ス

テ
ム

の
連

携
手

法
に

関
す

る
研

究
」

研
究

班

自
治

体
の

災
害

時
精

神
保

健
医

療
福

祉

活
動

マ
ニ

ュ
ア

ル

（
sh

o
rt

 v
e

rs
io

n
）

令
和

3
年

3
⽉
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